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書
舶
庸
譚
卷
九

〔
民
國
二
十
五
年　

昭
和
十
一
年　

丙
子
歲　

一
九
三
六
年　

八
月
十
九
日
か
ら

八
月
三
十
一
日
ま
で
〕

二
十
五
年
八
月
十
九
日
【
丙
子
七
月
初
三
日
】

晴
れ
。
私
は
昨
年
か
ら
國
立
北
京
大
學
で
講
義
を
擔
當
し
て
お
り
、
六
月
に
入

る
と
夏
休
み
に
な
る
の
が
通
例
で
あ
る
の
で
、
玉
姬
と
一
緖
に
日
本
の
熱
海
に
避

暑
に
出
か
け
よ
う
と
思
い
、
田
中
〔
慶
太
郞
〕
に
依
賴
し
て
古
屋
旅
館
を
豫
約
し

て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
思
い
が
け
ず
俗
事
に
か
か
ず
ら
い
旅
行
に
出

ら
れ
な
か
っ
た
。
今
月
の
十
一
日
に
北
京
か
ら
上
海
に
戾
り
、
よ
う
や
く
本
日
に

日
程
を
定
め
、
長
崎
丸
に
乘
船
し
て
東
航
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
村
田
政
子
は
我

が
家
に
來
て
か
ら
二
十
餘
年
に
な
る
。
中
國
語
が
で
き
る
の
で
、
彼
女
を
同
行
さ

せ
玉
姬
の
お
伴
に
し
た
。
七
時
頃
、
從
弟
の
少
卿
と
甥
の
妻
、
ま
た
李
紫
東（

1
）も

相
前
後
し
て
拙
宅
ま
で
見
送
り
に
來
る
。
車
を
傭
い
大
坂
埠
頭
に
行
き
乘
船
。
甥

の
〔
董
〕
景
熙
が
先
に
來
て
お
り
、
私
の
荷
物
の
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
私
の
船

室
は
一
二
二
番
で
あ
っ
た
。
劉
錫
堂
と
劉
松
存
、
井
手
武
人
が
續
い
て
や
っ
て
く

る
。
錫
堂
が
私
逹
の
記
念
寫
眞
を
撮
っ
て
く
れ
る
。
九
時
、出
航
。
玉
姬
が
私
に
、

「
民
國
十
一
年
以
來
、
黃
浦
江
の
ほ
と
り
で
淚
を
流
し
て
あ
な
た
を
お
見
送
り
し

た
こ
と
が
度
々
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
今
、
お
伴
が
で
き
ま
し
て
、
何
と
う
れ
し
い

こ
と
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
の
で
、
私
が
「
夫
婦
に
な
っ
て
今
年
で
二
十
年
。
お

前
は
昔
の
と
お
り
美
し
い
ま
ま
で
あ
る
が
、
私
は
長
年
、
各
地
を
行
き
來
す
る
生

活
で
あ
っ
た
。
今
回
の
旅
行
の
目
的
は
他
に
な
く
、
た
だ
お
前
に
新
婚
氣
分
の
埋

め
合
わ
せ
を
し
て
あ
げ
る
だ
け
だ
」
と
い
う
と
、
玉
姬
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
た
。

客
室
に
行
く
と
、
長
崎
の
警
察
署
か
ら
簡
單
な
質
問
を
受
け
た
。
つ
い
で
稅
關
の

職
員
が
入
室
し
て
荷
物
の
檢
査
を
行
う
。
携
帶
し
た
書
籍
が
少
し
多
い
の
で
、
頗

る
不
自
然
に
感
じ
て
い
た
。
私
は
よ
う
や
く
日
本
が
思
想
上
の
理
由
で
書
籍
を
國

禁
扱
い
に
し
て
い
る
こ
と
に
氣
付
い
た
。
こ
の
船
は
航
路
を
變
更
し
、
長
崎
止
ま

り
に
な
っ
た
と
聞
き
、
そ
こ
で
許
靜
仁
大
使（

2
）に
電
報
を
打
ち
、
長
崎
領
事
館
に

命
じ
て
う
ま
く
取
り
は
か
ら
っ
て
く
れ
と
依
賴
し
た
。
船
が
玄
界
灘
を
航
行
し
、

玉
姬
は
船
醉
い
し
て
寢
込
ん
だ
。
部
屋
が
狹
く
て
蒸
し
暑
さ
に
耐
え
ら
れ
な
い
。

夜
に
何
度
も
起
き
、
船
緣
の
手
す
り
に
つ
か
ま
っ
て
眺
め
て
い
る
と
、
知
ら
な
い

う
ち
に
東
の
空
が
白
ん
で
い
た
。

譯
注

董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
九
）

芳　
　

村　
　

弘　
　

道



董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
九
）

八
四

（
1
）
李
紫
東
は
本
書
卷
一
下
・
一
月
三
十
日
に
「
書
友
李
紫
東
」
と
し
て
見
え
る
。

（
2
）
許
靜
仁
、
名
は
世
英
（
同
治
十
二
年
、
一
八
七
三
―
民
國
五
十
三
年
、
一
九
六
四
）。

靜
仁
は
字
（
ま
た
俊
人
と
も
字
す
）。
光
緖
二
十
三
年
（
一
八
九
七
）
丁
酉
科
の
拔
貢

と
な
っ
て
刑
部
の
職
に
任
じ
ら
れ
、
宣
統
二
年
（
一
九
一
〇
）、
法
律
制
度
視
察
の
た

め
歐
米
に
行
く
。
辛
亥
革
命
後
、
北
京
政
府
の
司
法
總
長
な
ど
を
歷
任
の
後
、
民
國

二
十
五
年
（
一
九
三
六
）
二
月
に
日
本
大
使
に
任
命
さ
れ
、
同
二
十
七
年
一
月
に
召
還

さ
れ
る
ま
で
、
民
國
政
府
、
最
後
の
日
本
大
使
の
任
に
あ
っ
た
。
同
三
十
九
年

（
一
九
五
〇
）
に
臺
灣
に
渡
り
、
總
統
府
資
政
と
な
り
、
同
五
十
三
年
（
一
九
六
四
）

に
臺
北
で
病
沒
（『
民
國
人
物
大
辭
典
』
頁
八
三
三
參
照
）。

二
十
日

晴
れ
。
毅
孫
に
手
紙
を
出
す
。
ま
た
小
林
〔
忠
治
郞
〕
に
電
報
を
打
ち
旅
程
を

告
げ
る
。
十
二
時
、
長
崎
港
に
入
る
。
長
崎
領
事
の
宜
興
の
任
家
豐
が
館
員
の
王

廷
璟
と
井
手
某
を
連
れ
て
や
っ
て
來
て
、
昨
日
、
大
使
館
か
ら
電
話
が
あ
り
、
お

待
ち
し
、
お
世
話
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
し
た
と
の
こ
と
。
長
崎
丸
が
神
戸
行

き
を
止
め
た
の
は
、
雲
仙
避
暑
の
西
洋
各
國
人
が
上
海
に
歸
る
の
を
急
い
だ
た
め

で
あ
る
こ
と
が
訊
ね
て
み
て
分
か
っ
た
。
船
長
が
乘
車
劵
を
二
枚
く
れ
る
。
上
陸

し
て
客
室
で
休
息
。
携
帶
し
た
書
籍
は
、
幸
い
に
理
解
が
得
ら
れ
、
詳
し
い
檢
査

を
免
れ
た
。
二
時
頃
、
門
司
行
き
の
急
行
列
車
に
行
き
東
行
す
る
。
通
過
し
た
肥

前
の
國
は
、
地
味
が
豐
か
で
稻
作
に
適
し
て
お
り
、
靑
々
と
し
た
水
田
が
連
な
っ

て
い
て
大
變
に
私
の
故
鄕
と
似
て
い
た
。
七
時
五
十
分
、
門
司
の
駐
門
司
事
務
所

に
到
着
。
長
崎
副
領
事
の
周
仲
敏
が
領
事
の
電
話
を
受
け
て
出
迎
え
に
來
て
、
一

緖
に
連
絡
船
に
乘
り
、
下
關
ま
で
行
っ
て
く
れ
る
。
八
時
半
に
出
發
。
す
で
に
下

の
段
の
寢
臺
が
な
か
っ
た
の
で
、
車
內
が
炎
熱
の
よ
う
で
、
十
二
時
に
な
っ
て
よ

う
や
く
寢
ら
れ
た
。

二
十
一
日

晴
れ
。
六
時
起
床
。
梯
子
の
昇
り
降
り
が
し
に
く
く
、
う
っ
か
り
床
に
墜
ち
て

左
足
の
親
指
を
痛
め
た
。
七
時
半
、
京
都
驛
に
到
着
。
小
林
が
息
子
の
長

・
勝

政
を
つ
れ
て
出
迎
え
て
く
れ
る
。
彼
の
別
莊
に
招
か
れ
、
し
ば
ら
く
宿
る
【
左
京

區
下
鴨
北
園
町
三
丁
目
七
番
地
の
一
】。
小
林
は
す
で
に
嫁
を
と
っ
て
一
緖
に
暮

ら
し
て
お
り
、
心
を
盡
く
し
行
き
屆
い
た
接
待
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
狩
野
〔
直

喜
〕
博
士
な
ど
を
訪
問
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
出
か
け
づ
ら
く
中
止
し
た
。

二
十
二
日

曇
り
。
九
時
頃
、
小
林
夫
婦
と
長

た
ち
兄
弟
が
一
緖
に
京
都
驛
ま
で
行
き
見

送
っ
て
く
れ
る
。
十
時
す
ぎ
に
出
發
。
午
後
五
時
五
十
分
、
熱
海
驛
着
。
古
屋
旅

館
の
主
人
が
京
都
か
ら
の
電
話
を
受
け
て
、
番
頭
を
迎
え
に
よ
こ
し
た
。
三
階
の

四
三
番
に
宿
泊
。
右
は
魚
見
岬
（
崎
）
が
わ
に
な
っ
て
お
り
、
相
模
灣
を
見
下
ろ

し
、
景
色
が
よ
い
。
夜
に
な
っ
て
雨
。

二
十
三
日

曇
り
。
朝
、
田
中
に
手
紙
を
出
す
。
午
後
二
時
、
玉
姬
が
政
子
を
連
れ
て
海
岸

へ
散
步
に
出
る
が
、私
は
足
の
怪
我
の
た
め
附
い
て
行
か
な
か
っ
た
。旅
館
は
ひ
っ

そ
り
と
し
て
い
る
。最
近
に
入
手
し
た
宋
拓
の
法
帖
三
種
を
取
り
出
し
て
鑑
賞
し
、

題
識
を
後
記
の
ご
と
く
轉
錄
す
る（

1
）。
こ
の
う
ち
「
二
哥
帖
」
に
花
押
が
あ
っ
た
。

か
つ
て
海
昌
の
余
懋ぼ
う

學
の
『
辯
林
』
を
見
た
と
こ
ろ
、「
今
人
、
花
押
を
作
す
に
、

每
に
上
に
必
ず
一
畫
を
加
ふ
る
は
、
王
荊
公
（
北
宋
の
王
安
石
）
に
始
ま
る
。
石

字
は
初
め
に
一
畫
を
橫
に
し
、
左
に
一
脚
を
引
き
、
中
に
一
圈
を
爲
す
。
公
は
性
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急
に
し
て
每
に
長
短
粗
細
の
處
有
り
。
後
、
以
て
佳
と
爲
し
、
遂
に
之
に
效な
ら

ふ
」

と
記
し
て
い
た
。
按
ず
る
に
日
本
の
古
寫
本
は
槪
ね
鎌
倉
時
代
に
は
、
卷
末
の
題

名
の
下
に
常
に
花
押
が
一
つ
書
か
れ
て
あ
り
、
こ
れ
の
體
裁
と
同
樣
で
あ
る
。
早

く
海
外
に
流
傳
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
こ
の
法
帖
を
見
る
と
、『
辯
林
』
は
考
え

違
い
と
見
な
せ
る
。
夜
に
な
っ
て
か
ら
雨
。
海
岸
で
藝
妓
の
踊
り
大
會
が
あ
る
。

花
火
が
盛
大
に
揚
げ
ら
れ
、天
空
に
爆
發
す
る
。數
萬
粒
の
星
を
な
す
も
の
や
、赤
・

黃
・
綠
の
三
色
の
輪
を
描
い
て
直
徑
約
十
餘
丈
も
あ
り
、
み
な
花
の
形
が
幻
想
的

に
現
れ
出
る
も
の
が
あ
っ
て
、
大
變
に
壯
觀
。

　
　
　
　

濟
美
帖
【
王
羲
之
「
二
哥
帖
」　

王
獻
之
「
乞
假
表
」】

世
に
右
軍
（
王
羲
之
）
の
「
借
船
帖
」
最
も
佳
な
り
と
傳
ふ
れ
ど
も
、
今

は
覩み

る
を
得
べ
か
ら
ず
。「
二
哥
帖
（「
帖
」、影
印
本
『
宋
拓
王
帖
三
種
』〈
以

下
、影
印
本
と
略
稱
〉
は
「
信
」
に
作
る
）
は
山
陰
の
張
氏
の
所
藏
に
係
る
。

丙
戌
（
順
治
三
年
、一
六
四
六
）
冬
、司
農
公
、浙
よ
り
閩び

ん

の
げ
つ

司し

（
按
察
使
）

の
任
に
赴
き
、
錢
塘
に
得
た
り
。
異
寶
を
獲
た
る
が
如
く
、
日
び
に
臨

（「

」、
影
印
本
「
摩
」
に
作
る
）
を
事
と
す
。
指
を
屈
す
る
こ
と
今
に
于お

い
て
已
に
六
十
餘
載
。
延
、
宋
搨
『
淳
化
閣
〔
帖
〕』『
太
淸
樓
〔
帖
〕』『
淳

熙
續
帖
』『
絳
帖
』『
鼎
帖
』『
汝
帖
』『
長
沙
帖
』『
星
鳳
樓
〔
帖
〕』
の
十
數

種
を
取
り
、
細
か
に
校
對
を
加
ふ
る
に
、
總
べ
て
此
の
帖
（「
帖
」、
影
印
本

「
信
」に
作
る
）無
し
。
眞
に
希
世
の
珍
な
り
。
行
く
ゆ
く
將
に
名
手
を
訪
ね
、

貞
珉
（
よ
い
石
）
に
重
勒
（
重
刻
）
し
、
以
て
傳
へ
て
不
朽
な
ら
し
め
ん
と

す
。　

康
熙
壬
辰
（
五
十
一
年
、
一
七
一
二
）
重
九
（
九
月
九
日
）、
琅
瑘

山
人
周
在
延
謹
ん
で
識し

る

す
。

宋
搨
の
「
聖
敎
〔
序
〕」
を
得
て
後
、
十
日
に
し
て
復
た
此
の
帖
を
獲う

。

鉤
勒
の
妙
、
未
曾
有
を
得
た
り
。
愈
い
よ
歎
ず
、『〔
淳
化
〕
閣
帖
』
流
傳
し
、

全
く
二
王
の
眞
面
目
を
失
ふ
を
。　

己
酉
（
雍
正
七
年
、
一
七
二
九
）
仲
春

下
浣
、
毘
陵
郡
署
の
來
雨
齋
中
に
書
す
。
廷
敬
。

右
軍
の
七
子
、
長
の
元
之
は
早
く
卒
し
、
次
の
凝
之
・
徽
之
・
操
之
・
獻

之
、
皆
名
を
知
ら
れ
、『
晉
書
』
に
在
り
て
傳
有
り
。
餘
の
二
人
は
考
ふ
る

無
し
。
此
の
「
二
哥
」
は
卽
ち
凝
之
な
り
。
此
の
帖
旣
に
宋
帖
中
に
在
ら
ず
、

又
た
「
官
奴
」「
玉
潤
」
の
諸
單
行
本
の
考
ふ
べ
き
者
に
非
ず
。
余
嘗
て
「
建

業
昇
元
」
の
殘
帖
三
卷
を
見
る
に
、
精
古
は
定
武
の
「

（
禊
）
序
（
蘭
亭

序
）」
に
次
ぐ
べ
し
。
此
の
帖
及
び
「
大
令
表
」
は
、
或
い
は
後
主
（
後
唐

の
後
主
李
煜
）
の

房
の
收
撫
す
る
所
な
る
か
。
米
南
宮ぐ

う

（
北
宋
の
米
芾
）、

石
本
を
論
じ
、
轉
折
毫
鋩
、
備つ
ぶ

さ
に
盡
す
を
以
て
宗
と
爲
す
。
此
れ
猶
ほ
以

て
之
に
當
つ
る
に
足
り
、
所
謂
る
眞
蹟
に
下
る
こ
と
一
等
な
る
者
な
り
。　

鄭
府
、
購
得
し

し
め

さ
れ
、
因
り
て
册
後
に
識
す
。
成
親
王（

2
）。

　
　
〔
宋
榻
王
大
令
〕
十
三
行
【
錢
大
昕
題
簽
】

毘
陵
の
錢
維
喬
曾
て
觀
る
。

右
、
晉
の
中
書
令
、
王
獻
之
の
書
す
る
所
の
「
洛
神
賦
」
十
三
行
、

び

に
柳
誠
懸
（
唐
の
柳
公
權
）
の
題
、
宋
搨
本
な
り（

3
）。

余
見
る
所
の
大
令（
王
獻
之
）の「
十
三
行
」、此
の
本
特
に
佳
。鈐
封（「
封
」、

『
庸
譚
』
は
「
豐
」
に
誤
る
。
今
、
影
印
本
に
從
い
訂
正
す
）
の
三
印
、
古

篆
に
し
て

色
班（「
班
」『
庸
譚
』は「
斑
」に
誤
る
。
影
印
本
に
從
い
訂
正
）

然
た
り
。
吾
が
鄕
の
豐
考
功
（
明
の
豐
坊
）
の
藏
本
、多
く
此
の
印
を
用
ふ
。

此
の
後
の
小
楷
二
十
五
字
、
未
だ
名
を
署
せ
ず
と
雖
も
、
其
の
考
功
の
筆
爲た

る
こ
と
疑
ひ
無
し
。
宋
搨
本
と
云
ふ
は
信
に
然
り
。　

戊
申
（
乾
隆
五
十
三
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年
、
一
七
八
八
）
秋
九
月
、
書
船
居
士
盧
登（

3
）識
す
。

考
功
の
書
法
は
、
明
代
第
一
な
り
。
小
楷
更
に
妙
に
し
て
、

〔
徵
明
〕・

董
〔
其
昌
〕
有
り
と
雖
も
、
能
く
及
ぶ
こ
と
無
き
な
り
。
得
る
所
の
其
の

二
十
五
字
、
目
を
暢
（「
揚
」、『
庸
譚
』
は
「
揚
」
に
誤
る
。
影
印
本
に
從

い
訂
正
）
ぶ
る
能
は
ず
。
世
に
狂
怪
の
草
書
多
き
は
、
皆
贋
本
に
し
て
、
宜

し
く
之
に
鑑
る
べ
し
。　

書
船
又
た
識
す
。

『
宣
和
〔
書
〕
譜
』
中
に
收
む
る
所
の
「
十
三
行
」、
後
に
亦
た
柳
公
權
の

跋
有
り
。
趙
吳
興
（
元
の
趙
孟
頫
）
以
て
神
物
と
爲
す
な
り
。
此
の
本
、
割

截
し
裝
し
て
十
三
行
を
成
す
。
世
に
未
だ
見
ざ
る
所
の
本
。　

書
船
。

「
洛
神
十
三
行
」、
賈
似
道
の
所
藏
に
し
て
、
趙

敏
（
趙
孟
頫
）
之
を
得
。

眞
跡
は
今
、見
る
べ
か
ら
ず
。
石
刻
惟
だ
宋
搨
の
み
眞
跡
に
下
る
こ
と
一
等
。

此
の
本
は
石
刻
中
の
至
寶
な
り
。
嘉
慶
甲
子
（
九
年
、
一
八
〇
四
）
四
月
廿

五
日
、
桃
源
農
夫

（
盧
登

）
（
4
）。

大
令
の
「
十
三
行
」、
徽
宗
の
時
に
九
行
を
得
。
賈
秋
壑
（
賈
似
道
）
復

た
四
行
を
得
、
合
は
せ
て
十
三
行
と
爲
す
。
元
の
時
、
松
雪
（
趙
孟
頫
）
に

歸
し
、
明
の
時
、
孫

介
公
（
孫
愼
行
）
に
歸
し
、
諸こ

れ

を
べ
き

（
糸
）
宴
齋
に

刻
す
。『
停
雲
〔
帖
〕』『
快
雪
〔
帖
〕』
の
能
く
及
ぶ
所
に
非
ず
。
此
の
本
は

竹
汀
（
錢
大
昕
）
定
め
て
宋
搨
と
爲
す
。
又

宴
齋
以
前
に
在
り
て
の
古
刻

な
る
か
。
嘉
慶
戊
辰
（
十
三
年
、
一
八
〇
八
）
九
月
、
金
沙
（
金
壇
）
の
段

玉
裁
題
す
。

此
れ
越
州
石
氏
本
な
り
。
光
緖
十
六
年
（
一
八
九
〇
）
七
月
、
費
念
慈
、

幼え
う
て
つ喆
丈
の
齋
中
に
觀
て
之
を
記
す
。

　
　

樂
毅
論

古
今
の
正
書
は
右
軍
を
以
て
第
一
と
爲
し
、
右
軍
の
正
書
は
「
樂
毅
論
」

を
以
て
第
一
と
爲
す
。「
樂
毅
論
」
は
未
だ
兩
字
を
改
め
ざ
る
古
本
を
以
て

第
一
と
爲
す
。
此
れ
唐
以
後
の
有
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
宋
拓
（「
拓
」

原
本「
搨
」に
作
る
。
影
印
本
に
從
い
改
む
）と
云
は
ん
か
。
室
に
此
の「
論
」

有
り
、
當
に
必
ず
吉
祥
の
雲
の
日
日
之
を
守
る
こ
と
有
る
べ
し
。

唐

本
を
以
て
比
校
す
る
に
、「
致
」「
從
」
の
二
字
連
貫
せ
ざ
る
を
怪
し

む
こ
と
無
き
な
り
。
此
の
本
、
宋
に
在
り
て
惟
だ
米
老
（
米
芾
）
の
み
之
を

見
る
の
み
。
明
に
は
則
ち
吳

定
公
（
吳

）
の
家
に
藏
せ
ら
る
。

宋
搨
「
樂
毅
論
」、
字
形
は
世
に
傳
は
る
所
に
比
ぶ
る
に
、
大
小
類
せ
ず
。

又
鍾
法
（
魏
の
鍾
繇
の
筆
法
）
有
り
。
定
め
て
是
れ
古
本
の
寳
と
す
べ
き
な

り
。　

丙
寅
正
（「
正
」
影
印
本
の
底
本
は
缺
損
が
あ
る
）
月
廿
二
日
、
龍

江
關
の
舟
中
に
題
す
。

此
れ
梁
搨
本
。
字
極
め
て
奇
古
な
り
。
今
世
、
俗
に
傳
は
る
所
は
、
皆
唐

人
の
硬
黃
（
硬
黃
紙
を
用
い
た
模
寫
）、
褚
中
書
令
（
褚
遂
良
）
の
書
な
り
。

此
に
對
す
れ
ば
商
周
の
彝
鼎
、
三
代
の
法
物
の
如
し
。
晚
硏
觀
す
。

「
樂
毅
論
」
は
、
正
書
の
第
一
。
梁
世
に
模
出
し
、
天
下
之
を
珍
と
す
。

蕭
（
蕭
子
雲
）
阮
（
阮
研
）
〜
の
流
よ
り
、
臨
學
せ
ざ
る
莫
し
。
陳
の
天
嘉

中
（
五
六
〇
―
五
六
五
）、人
得
て
以
て

帝
に
獻
じ
、帝
、始
興
王
に
賜
ふ
。

王
、牧
と
作
り
、境
中
に
卽
ち
以
て
吾
に
示
さ
る
。
昔
、其
の
妙
を
聞
き
、今
、

其
の
眞
を
覩み

る
。
閱
玩
す
る
こ
と
良や
や

久
し
く
、
朝
に
匪あ
ら

ざ
れ
ば
伊こ

れ
夕
べ
。

始
興
薨
じ
て
後
、
仍す
な
はち
廢
帝
に
屬
す
。
廢
帝
旣
に
歿
し
、
又
た
餘
杭
公
主
に

屬
す
。
公
主
は
帝
王
の
重
ん
ず
る
所
を
以
て
、
恆
に
寶
愛
を
加
ふ
。
陳
世
の

諸
王
は
皆
求
め
得
ず
。
天
下
一
統
、
四
海
同

に
及
び
、
處
處
に
追
尋
し
、
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化
硏
究
所
紀
要　

第
十
二
號

八
七

累
載
に
し
て
方は
じ

め
て
得
た
り
。
此
の
書
は
意
を
運
工
に
留
め
、
特
に
神
妙
を

盡
す
。
其
の
間
、
兩
字
を
書
き
誤
る
も
、
點
除
を
欲
せ
ず
、
遂
に
雌
黃
も
て

治
め
定
め
、
然
る
後
に
筆
を
用
ふ
。
陶
隱
居
（
梁
の
陶
弘
景
）
云
ふ
、「
大

雅
吟
、
樂
毅
論
、
太
師
箴
等
は
、
筆
力
鮮
媚
に
し
て
、
紙
墨
精
新
な
り
」
と
。

斯
の
言
之
を
得
た
り
。
釋
智
永
記
す
。

宋
の
米
芾
『
書
史
』
の
「
樂
毅
論
」
の
智
永
跋
に
云
ふ
、「
梁
世

出
し
、

天
下
之
を
珍
と
す
」
と
。
其
の
間
、
兩
字
を
書
き
誤
る
の
本
流
傳
す（

5
）。
余

は
杭
州
の
天
竺
の
僧
の
處
に
於
い
て
一
本
を
得
。
上
に
誤
れ
る
兩
字
を
改
む

る
有
り
。
又
た
唐
の
諱
を
闕
か
ず
、
是
れ
梁
の
本
な
り
。

余
嘗
て
戲
れ
に
人
の
爲
に
書
を
評
し
て
云
ふ
、
小
字
は
癡
凍

を
作な

す
莫

か
れ
。「
樂
毅
論
」
は
「
遺ゆ
い

敎け
う

經ぎ
や
う

」
に
勝
る
。
大
字
は
「
瘞え
い

鶴
銘
」
に
過
ぐ

る
も
の
無
し
。
人
に
隨
ひ
計
を
爲
し
、
終
に
後
人
自
づ
か
ら
一
家
を
成
し
、

始
め
て
眞
に
偪せ

ま

る
。
然
れ
ど
も
適
た
ま
小
楷
を
作
せ
ば
、
亦
た
規
矩
（「
矩
」

影
印
本
「
榘
」
に
作
る
）
を
擺は

い

脫
す
る
こ
と
能
は
ず
。
客
曰
く
、「
子
何
ぞ

子
の
凍

を
舍す

て
、
而
し
て
人
の
凍

を
謂
ふ
」
と
。
予
以
て
之
に
應こ
た

ふ
る

こ
と
無
し
。
固
よ
り
知
る
、
書
は
棊
踘
等
の
技
と
雖
も
、
傳
へ
ら
れ
ざ
る
の

妙
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
、
未
だ
工
み
な
り
易
か
ら
ざ
る
を
。
黃
庭
堅
。

朱
晦
翁
（
南
宋
の
朱
熹
）
跋
。
舊
石
本
「
樂
毅
論
」、
沈
存
中
（
北
宋
の

沈
括
）
の
『〔
夢
溪
〕
筆
談
』
に
云
ふ
、
皇
祐
中
、
嘗
て
高
紳
の
子
、
錢
唐

の
主
簿
の
安
世
の
家
に
於
い
て
此
の
石
を
見
る
。
後
十
餘
年
、
安
世
、
蘇
州

に
在
り
、
石
已
に
破こ

は

れ
て
數
片
と
爲
り
、
鐵
を
以
て
之
を
束
ぬ
。
後
、
安
世

死
し
、
石
、
所
在
を
知
ら
ず
。
或
い
は
蘇
州
の
一
富
家
之
を
得
た
り
と
云
ふ

も
、
亦
た
復
た
見
え
ず
、
と
。
存
中
記
す
所
は
歐
陽
公
（
北
宋
の
歐
陽
脩
）

と
同
じ
か
ら
ざ
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
延
之
（
南
宋
の
尤い
う

袤ぼ
う

）
の
所
謂
る
錫

山
の
徐
氏
な
る
者
は
、
豈
又
た
之
を
蘇
州
の
富
家
に
得
る
も
の
な
ら
ん
か
。

延
之
又
た
損
泐ろ

く

し
て
模
糊
た
り
と
謂
へ
ば
、
則
ち
石 

幸
い
に
存
す
と
雖

（「
雖
」、『
庸
譚
』
は
「
所
」
に
誤
る
。
影
印
本
に
從
い
訂
正
）
も
、
亦
復
た

此
の
本
の
如
き
の
淸
勁
無
し
。『
續
閣
帖
』
中
に
刻
す
る
所
の
全

、
又
た

よ
り
て
來
た
る
所
を
知
ら
ず
。
頃
年
、
曾
て
折
子
明
の
家
に
於
い
て
其
の
藏

す
る
所
を
見
る
に
、
筆
意
絕は

な
は

だ
徐
季
海
（
唐
の
徐
浩
）
に
類
す
る
も
、
要

は
皆
此
の
本
の
比
に
は
非
ざ
る
な
り
。

「
燕
」
字
の
四
點
、
前
人
、
之
を
連
飛
と
謂
ふ
。「
於
」
字
の
兩
點
は
蟬
聯

（
連
續
）
す
。
此
れ
潛
心
細
玩
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
筆
法
の
神
奇
を
知

る
こ
と
能
は
ず
。
旣
に
已
に
之
を
知
れ
ば
、
則
ち
蘭
亭
の
眞
僞
は
眼
に
到
れ

ば
卽
ち
知
り
、
數
墨
を
尋
行
す
る
を
須
ふ
る
こ
と
無
し
。
古
本
の
貴
ぶ
べ
き

は
是
に
在
り
。
然
れ
ど
も
外
人
と
道
ふ
こ
と
難
き
な
り
。

趙
希
鵠
（「
鵠
」、『
庸
譚
』
は
「
鶴
」
に
誤
る
。
影
印
本
に
從
い
訂
正
）

の
『
洞
天
淸
錄
』。
世
傳
の
二
王
帖
は
、
皆
、
眞
蹟
を
以
て

勒
す
る
も
、

獨
り
「
樂
毅
論
」
の
み
石
に
就
い
て
書
丹
す
。
其
の
石
は
高
學
士
紳
の
家
に

在
り
。
已
に
殘
缺
し
、「
海
」
字
に
至
り
て
は
、
後
に
轉
じ
て
趙
立
之
の
處

に
屬
す
。
今
、重

す
る
者
、猶
ほ
趙
立
之
の
印
有
り
。
予
、嘉
熙
庚
子
（
四

年
、
一
二
四
〇
）、
嶺
右
よ
り
回か

へ

り
て
宜
春
に
至
り
、
元
本
を
一
士
人
の
家

に
見
る
。
北
紙
北
墨
を
用
ひ
、
一
字
の
殘
缺
無
く
、
而
か
も
淸
勁
遒
媚
、
正

に
「
蘭
亭
」
に
類
す
。
字
形
は
、
今
世
見
る
所
の
重

本
に
比
ぶ
る
に
、
幾

ど
小
さ
き
こ
と
一
倍
。
此
れ
蓋
し
齊
梁
間
の
搨
（「
搨
」
影
印
本
「
拓
」
に

作
る
）
本
に
し
て
、
眞
に
人
間
希
世
の
寳
な
り
。
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董
其
昌
『
畫
禪
室
隨
筆
』。「
樂
毅
論
」
は
、
梁
世
の

す
る
所
と
唐

と

字
形
各
お
の
異
な
り
、
淳
熙
の
祕
閣
は
梁

本
な
り
。
予
が
家
の
『
戲
鴻
堂

帖
』
は
唐

本
な
り
。
又
た
一
本
の
唐

の
長
安
の
李
氏
に
在
る
有
り
。
曾

て
予
に
跋
を
屬
す
。
亦
た

壽
承
（
明
の

彭
）
の
跋
有
り
。
蓋
し
貞
觀
中
、

太
宗
、
褚
遂
良
等
に
命
じ
六
本
を

せ
し
め
、
魏
徵
諸
臣
に
賜
は
ら
ん
。
此

の
六
本
は
唐
よ
り
今
に
至
る
。
予
猶
ほ
其
の
二
を
見
る
に
及
ぶ
。
恨
む
ら
く

は
梁

の
白
麻
紙
の
眞
蹟
、
新
都
の
吳
生
の
有
す
る
所
と
爲
る
を
。

幼
拙
仁
兄
、
梁

の
「
樂
毅
論
」
を
得
、
屬
し
て
諸
家
の
題
跋
を
錄
し
、

以
て
攷
鏡
に
資
せ
し
む
。

予
、
舊
と
題
語
有
り
、
索も

と

め
ら
れ
て
後
に
附
す
。
未
だ
續
貂
の
誚そ
し

り
を
貽お
く

る
を
免
れ
ず
。

余
、
嘗
て
「
樂
毅
論
」
の
結
體
平
正
に
し
て
、「
黃
庭
經
」「
曹
娥
碑
」「
東

方
〔
朔
〕
畫
贊
」
と
大
い
に
相
い
逕
庭
あ
る
を
疑
ふ
。
之
を
以
て

寫
し
試

卷
す
れ
ば
、
則
ち
甚
だ
相
い
宜
し
。
今
、
此
の
本
を
覩
て
、
始
め
て
梁

宋

搨
の
貴
ぶ
べ
き
を
知
る
。『
停
雲
館
』
刻
す
る
所
は
、
乃
ち
唐
人
の
臨
本
に

し
て
、
已
に
廬
山
の
眞
面
目
に
非
ず
。
況
ん
や
轉
た
相
い

勒
す
る
も
の
を

や
。
此
の
本
の
第
十
一
行
の
「
使
」
字
、
今
「
致
」
字
に
作
る
。
第
二
十
五

行
の
「
後
」
字
、今
「
從
」
字
に
作
る
。「
燕
」
字
の
四
點
は
連
飛
す
。「
於
」

字
の
兩
點
は
蟬
聯
す
。
皆
、
俗
本
（
影
印
本
「
本
」
字
あ
り
、
從
い
補
う
）

と
同
じ
か
ら
ず
。
寳
と
す
べ
し
寳
と
す
べ
し
。
光
緖
戊
戌
（
二
十
四
年
、

一
八
九
八
）
夏
四
月
、
嘉
興
の
張
鳴
珂
。

幼
拙
二
兄
世
大
人
、「
樂
毅
論
」
を
覽
る
こ
と
を
賜
る
。
案
頭
に
留
む
る

こ
と
多
日
、
朝
夕
賞
玩
す
。
一
昨
、
程
雒
（『
庸
譚
』
は
「
雄
」
に
誤
る
。

影
印
本
に
從
い
訂
正
）
庵
、
之
を
見
て
云
ふ
、「
涿
州
の
馮
相
國
刻
本
、
世

の
珍ち

ん
き
よ

と
爲
る
。
然
れ
ど
も
此
の
精
采
無
き
な
り
」
と
。
第
一
跋
、
審
定
し

以
て
董
香
光
（
董
其
昌
）
の
眞
蹟
と
爲
す
。
圖
章
は
皆
收
藏
家
の
蓋
す
る
所

な
り
。
未
だ
知
ら
ず
確
（
影
印
本
「

」
に
作
る
）
か
な
る
か
否
か
を
。
高

明
の
之
を
察
す
る
こ
と
を
祈
る
。
拙
跋
、
附
し
上

た
て
ま
つる
。
敬
し
み
て
道
安
を
請

ふ
。
弟
鳴
珂
頓
首
、
四
月
初
九
日
。

（
1
）
こ
の
「
宋
拓
の
法
帖
三
種
」
は
、
董
康
の
歸
國
後
、
程
な
く
し
て
上
海
の
商
務
印

書
館
が
「
宋
拓
王
帖
三
種
」
と
題
し
影
印
し
て
い
る
（
民
國
二
十
五
年
〈
一
九
三
六
〉

十
二
月
）。
書
品
濶
大
で
、
奥
付
に
「
珂
羅
版
雙
層
宣
紙
精
印
／
每
册
實
價
國
幣
參

元
／（
略
一
行
）
收
藏
者　

董
綬
經
（
以
下
略
）」
と
あ
る
。
王
羲
之
の
「
二
哥
帖
」
と

王
獻
之
の
「
乞
假
帖
」
を
合
わ
せ
て
「
濟
美
帖
」
と
し
て
い
る
の
で
、
實
際
の
收
錄
は

四
種
で
あ
る
。
影
印
本
と
對
比
す
る
と
、
影
印
本
の
三
種
の
配
次
は
、「
宋
榻
王
大
令

十
三
行
（『
庸
譚
』
の
原

は
「
宋
榻
王
大
令
」
の
五
字
を
缺
く
）」「
濟
美
帖
」「
樂
毅
論
」

と
な
っ
て
お
り
、
後

と
は
異
な
っ
て
い
る
。
題
識
の
配
列
も
少
し
く
違
い
を
見
る
。

ま
た
移
錄
の
題
識
は
拔
粹
で
、
す
べ
て
を
錄
し
て
い
な
い
（
影
印
本
に
據
っ
て
後
の
注

に
若
干
補
錄
し
た
）。
こ
の
「
宋
拓
王
帖
三
種
」
に
つ
い
て
、中
田
勇
次
郞
先
生
の
『
王

羲
之
を
中
心
と
す
る
法
帖
の
硏
究
』（
二
玄
社
、
一
九
六
〇
、
頁
一
五
二
）
は
「
こ
の

中
の
二
哥
帖
は
王
羲
之
の
尺
牘
と
あ
る
が
、
他
の
集
帖
や
著
錄
な
ど
に
も
見
當
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。
內
容
は
王
羲
之
が
二
男
の
凝
之
に
與
え
た
書
函
で
あ
る
。
書
は
王
に
似

て
い
る
が
、

章
に
は
王
羲
之
の
ほ
か
の
も
の
と
異
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
手
紙
の
體

例
も
普
通
の
も
の
と
全
然
合
わ
な
い
。
こ
う
い
う
も
の
は
王
の
尺
牘
と
し
て
信
じ
ら
れ

な
い
種
類
の
も
の
」
と
斷
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
法
帖
は
、
い
わ
ゆ
る
僞
帖
に
屬
す
る

も
の
で
あ
る
。

（
2
）
成
親
王
の
跋
の
後
に
、
影
印
本
に
は
穆
楊
阿
（
耕
珊
）
の
二
跋
お
よ
び
「
戊
辰
（
民

國
十
七
年
〈
一
九
二
八
〉
六
月
旣
望
上
虞
羅
振
玉
觀
」
の
題
識
一
行
が
あ
る
。

（
3
）
影
印
本
で
は
、
こ
の
跋
の
後
に
「
豐
考
功
三
印
妙
絕
。
鄭
谷
口
兩
印
稍
漫

、
諦

視
尙
可
見
（
豐
考
功
の
三
印
は
妙
絕
な
り
。
鄭
谷
口
の
兩
印
は
稍や
や

漫

な
れ
ど
も
、
諦

視
す
れ
ば
尙
ほ
見
る
べ
し
）」
の
一
行
が
あ
る
。

（
4
）
こ
の
跋
の
後
に
、
影
印
本
に
は
傅
祖
緖
・
張
鳳
と
う

・
趙
于
密
の
題
識
が
あ
る
。

（
5
）『
書
舶
庸
譚
』
の
原

は
「
其
間
書
誤
兩
字
本
流
傳
」
と
す
る
が
、
影
印
本
の
原
識
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語
は
「
其
間
書
誤
兩
字
」
の
下
に
「
遂
以
雌
黃
治
定
然
後
用
筆
今
世
無
此
改
誤
兩
字
本

流
傳
（
遂
に
雌
黃
を
以
て
治
め
定
め
、
然
る
後
に
筆
を
用
ふ
。
今
世
、
此
の
誤
れ
る
兩

字
を
改
む
る
無
き
の
本
流
傳
す
）」
の
二
十
一
字
が
あ
っ
て

意
が
通
ず
る
。
董
康
の

誤
脫
で
あ
る
。

二
十
四
日

晴
れ
。
八
時
頃
、
玉
姬
と
政
子
を
連
れ
て
東
京
に
出
か
け
る
。
十
一
時
に
驛
に

到
着
、

求
堂
に
行
く
。
折
か
ら
田
中
の
次
男
の
震
二
が
一
週
間
前
に
病
沒
し
、

一
家
が
葉
山
の
本
宅
に
出
か
け
て
い
た
。
震
二
は
第
一
高
等
學
校
を
卒
業
し
、
和

漢
の
學
そ
れ
ぞ
れ
に
造
詣
が
深
か
っ
た
。
二
十
六
歲
で
白
玉
樓
に
召
さ
れ
、
餘
り

に
も
悲
し
く
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
主
人
が
不
在
な
の
で
、政
子
は
玉
姬
を
誘
い
、

世
田
谷
區
赤
堤
町
【
二
丁
目
四
百
五
十
七
番
地
】
の
彼
女
の
鄕
里
に
行
き
あ
ち
こ

ち
見
て
廻
る
。
私
は
大
使
館
に
行
き
、
靜
仁
大
使
を
訪
問
し
た
が
、
先
日
、
輕
井

澤
に
避
暑
に
出
て
ま
だ
戾
っ
て
い
な
か
っ
た
。
孫
伯
醇
祕
書
と
會
い
、
連
れ
だ
っ

て
彼
の
寓
居
に
行
き
晝
食
を
と
る
。
二
時
頃
、
一
緖
に
上
野
花
園
町
に
行
き
、
勝

山
〔
岳
陽
〕
を
訪
問
。
美
術
學
校
敎
師
の
鎌
倉
芳
太
郞
に
も
會
う
。
三
時
半
、
玉

姬
も
こ
こ
に
來
る
。
五
時
十
分
の
汽
車
に
乘
っ
て
熱
海
に
戾
る
。
驛
に
到
着
し
た

頃
に
は
、す
で
に
七
時
を
ま
わ
っ
て
い
た
。
政
子
の
母
親
の
家
は
田
地
が
豐
か
で
、

兄
の
子
供
逹
は
全
部
で
十
人
い
る
。
客
座
に
玉
姬
の
二
十
一
歳
の
時
の
寫
眞
を
並

べ
て
あ
り
、
政
子
が
鐵
保
を
抱
い
て
側
に
仕
え
て
い
る
の
が
寫
っ
て
い
る
。
皆
は

玉
姬
が
ほ
っ
そ
り
と
し
て
、
昔
の
と
お
り
で
あ
る
が
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
す
で

あ
っ
た
。
夜
に
な
っ
て
雨
。

二
十
五
日

晴
れ
。
鐵
保
に
手
紙
を
送
る
。
李
紫
東
の
手
紙
を
受
け
取
る
。
宋
版
の
一
葉
が

附
い
て
い
た
。
版
高
、
五
寸
餘
り
。
左
右
雙
邊
、
半
葉
十
一
行
、
行
ご
と
に
二
十

字
。
上
下
線
黑
口
。
板
心
の
上
に
字
數
を
記
す
。
魚
尾
の
下
に
「
斷
」
字
を
標
し

て
い
る
。
法
律
書
の
斷
獄
篇
で
あ
る
。
下
魚
尾
の
上
に
葉
數
を
記
す
。
下
は
「
明

百
」の
二
字
の
草
書
に
な
っ
て
い
る
。
刻
工
の
名
前
で
あ
ろ
う
。「
諸
考
囚
の
限
滿
」

「
諸
鞠
獄
官
の
囚
を
停
め
て
待
問
す
る
者
」「
諸
鞠
獄
者
」
の
す
べ
て
三
箇
條
が
殘

存
す
る
。
各
條
の
首
行
は
頭
揃
え
、
次
行
は
一
格
空
け
に
し
て
「
類
說
」
の
二
字

を
冒
頭
に
置
く
が
、
こ
れ
は
解
釋
の
意
味
。
淸
王
室
の
內
閣
大
庫
か
ら
出
た
と
い

う
。
ば
ら
ば
ら
の
未
裝
訂
で
、
書
腦
（
背
表
紙
側
の
綴
じ
し
ろ
部
分
）
が
と
て
も

廣
い
。
琉
璃
廠
の

祿
堂
の
王
晉
卿
が
彥
明
允
【
悳
】
の
家
で
入
手
し
た
も
の
。

約
五
十
葉
あ
ま
り
あ
る
が
、
首
尾
が
缺
け
て
い
る
。
す
で
に
北
平
圖
書
館
に
賣
っ

た
が
、
こ
の
葉
を
手
許
に
お
い
て
、
私
に
書
名
を
調
べ
る
よ
う
依
賴
し
た
。
初
段

の
「
類
說
」
は
、「
諸
考
囚
不
過
三
度
（
諸
の
囚
を
考
〈
拷
〉
す
る
は
三
度
を
過

ぎ
ず
）」
と
題
す
べ
き
で
あ
る
。
當
初
、『
唐
律
』
の
原

に
依
據
す
る
と
思
っ
た

が
、
實
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
以
下
の
通
り
訂
正
す
る
。
そ
の

章

は
次
の
と
お
り
。

「
類
說
」
の
上
條
は
囚
人
を
訊
問
す
る
こ
と
で
法
律
が
起
こ
さ
れ
、
こ
の
條
は

規
定
を
超
え
る
こ
と
に
關
し
て
法

が
作
ら
れ
て
お
り
、
上
下
の
內
容
が
關
連
し

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
根
本
と
末
節
は
と
も
に
法
制
度
に
歸
結
し
て
い
る
。

「
若
考
過
三
度
（
若も

し
考
三
度
を
過
ぐ
）」
か
ら
「

一
百
」
ま
で
は
、
罪
は
下
の

條

の
「
違
法
移
囚
（
法
に
違
へ
て
囚
を
移
す
）」
の
違
律
と
同
じ
科
罪
で
あ
る
。

「

數
過
者
、
反
坐
所
剩
（

數
の
過
ぐ
る
者
、
反か
へ
つて
剩あ
ま

す
所
に
坐よ

る
）」
も
、
下



董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
九
）

九
〇

の
條

の
「
從
輕
入
重
、
以
所
剩
論
（
輕
き
よ
り
重
き
に
入
り
、
剩
す
所
を
以
て

論
ず
）」
と
區
別
が
な
い
。「
以
故
致
死
者
、徒
二
年
（
故
を
以
て
死
に
致
す
者
は
、

徒
二
年
）」
は
、「
五
刑
」
の
中
の
制
度
に
よ
っ
て
お
り
、
下
の
條

の
「
諸
婦
人

犯
死
罪
（
諸
の
婦
人
の
死
罪
を
犯
す
）
か
ら
「
徒
二
年
」
ま
で
の
違
制
と
類
似
し

て
い
る
。
そ
の
「
卽
有
瘡
病
（
卽も

し
瘡
病
有
ら
ば
）」
か
ら
「
亦

一
百
」
ま
で
は
、

上

と
同
類
で
あ
る
。「
若
決

笞
（
若
し

、
笞
を
決
せ
ば
）」
と
い
う
の
は
違

令
で
あ
る
。「
以
故
致
死
者
、
徒
一
年
半
（
故
を
以
て
死
に
致
す
者
は
、
一
年
半
）」

は
、罪
は
「
擅
興
律
」
の
「
若
有
所
造
作
（
若
し
造
作
す
る
所
有
ら
ば
）」
か
ら
「
徒

一
年
半
」
ま
で
と
同
じ
で
、
そ
の
同
類
で
あ
る
。「
若
依
法
考
決
（
若
し
法
に
依

り
て
考
決
し
）」
か
ら
「
■
■
違
者

六
十
」
ま
で
は
、
罪
は
上
の
條

の
立
案

と
同
じ
で
あ
り
、
判
決
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は
、
ひ
と
つ
に
は
「
下
の
條

の
『
諸
婦
人
犯
死
罪
（
諸
の
婦
人
の
死
罪
を
犯
す
）』
か
ら
『
徒
二
年
』
ま
で

の
違
制
と
類
似
し
て
い
る
」
と
い
っ
て
お
り
。
ひ
と
つ
に
は
「『
若
決

笞
（
若

し

、
笞
を
決
せ
ば
）』
と
い
う
の
は
、
違
令
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た

下
の
條

の
「
停
囚
待
問
下
、
不
卽
發
遣
（
囚
を
停
め
て
問
下
す
る
を
待
つ
に
、

卽
ち
發
遣
せ
ざ
れ
ば
）」
は
違
令
の
罪
で
あ
る
。「
三
日
以
上
、

一
百
」
は
違
律

の
罪
で
あ
る
。
考
ふ
る
に
、『
唐
律
』
雜
律
篇
下
の
「
違
令
」
の
條
に
「
違
令
者
、

笞
五
十
。
別
式
、
減
一
等
（
令
に
違
う
者
、
笞
五
十
。
式
に
別
す
れ
ば
、
一
等
を

減
ず
）」
と
あ
る
が
、
違
制
お
よ
び
違
律
の

は
ま
っ
た
く
な
い
。
必
ず
宋
代
の

編
敕
に
こ
う
し
た
區
別
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
類
說
」
に
引
用
し

た
の
で
あ
る
。
宋
代
に
は
編
敕
が
律

よ
り
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
內
閣
大
庫
の
所
藏

は
、
み
な
元
の
伯
顏
が
宋
を
滅
ぼ
し
た
時
に
、
臨
安
か
ら
船
で
北
へ
と
運
搬
し
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
は
書
腦
に
穴
を
空
け
た
裝
訂
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大

庫
所
藏
の
他
の
宋
版
、
例
え
ば
『

苑
英
華
』
と
同
一
の
形
式
に
な
っ
て
い
る（

1
）。

こ
れ
が
宋
人
の
撰
著
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

午
後
六
時
、
女
中
が
玉
姬
を
案
內
し
て
整
髮
し
に
〔
熱
海
〕
銀
座
に
行
く
。
暮

れ
方
、
旅
館
に
戾
る
。

（
1
）「
書
腦
に
穴
を
空
け
た
裝
訂
」
で
な
く
、
宋
版
の
「『

苑
英
華
』
と
同
一
の
形
式
」

と
い
う
の
は
、
こ
の
法
律
書
の
裝
訂
が
線
裝
で
は
な
く
、
宋
代
に
一
般
的
で
あ
っ
た
蝴

蝶
裝
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
。

二
十
六
日

雨
。
四
三
番
か
ら
三
階
の
三
一
番
に
移
る
。
こ
の
部
屋
は
、
先
の
部
屋
よ
り
も

四
疊
廣
い
。
眺
望
が
た
い
へ
ん
素
晴
ら
し
い
。
一
日
中
、
霧
が
立
ち
こ
め
て
、
山

と
海
と
の
區
別
が
つ
か
な
い
。
夜
に
な
っ
て
雨
。
波
が
岸
に
碎
け
て
音
を
立
て
、

そ
れ
で
窓
も
震
え

く
。

　
　

江
城
子（

1
）　

　
　
　
　
　
　
　
　

江
城
子

裙
腰

褪
病
新
○　

　

裙
腰

褪
し
て
病
新あ
ら
たに
い

ゆ

試
輕
羅○　
　
　
　
　
　

輕
羅
を
試
み

倚
庭
柯○　
　
　
　
　
　

庭て
い

柯か

に
倚
る

廿
載
軟
紅（

2
）　

　
　
　
　

廿ね
ん
さ
い載
の
軟
紅

影
事
記
曾
○
（
3
）　

　
　

影
事　

記
す
こ
と
曾
て
せ
ん
か

蠟
燼
香
溫
花
欲
瞑　
　

蠟
燼も

え
香
溫
く
花
瞑ね
む

ら
ん
と
欲
し

垂
偏
髻（

4
）　

　
　
　
　
　

偏へ
ん

髻け
い

を
垂
れ

雙
渦○
（
5
）　

　
　
　
　

あ
か

き
雙
渦
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第
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二
號

九
一

而
今

館
悵
蹉
跎○　
　

而
今　
き

館く
わ
ん

　

蹉さ

た跎
を
悵い
た

む

鎖
修
蛾○　
　
　
　
　
　

修
蛾
を
鎖と

ざ
し

奈
愁
何○　
　
　
　
　
　

愁
を
奈い
か
ん何
せ
ん

且
展
龍
鬚（

6
）　

　
　
　
　

且し
ば
らく 

龍り
よ
う

鬚し
ゆ

を
展の

べ

消
受
晚
涼
多○　
　
　
　

晚
涼
を
消せ
う
じ
ゅ受
す
る
こ
と
多
し

等
是
風
塵（

7
）誰
省
得　
　

是
の
風
塵
を
等
し
く
す
る
こ
と
誰
か
省
し
得
ん

卿
一
妹　
　
　
　
　
　

卿
の
一
妹

我
三
哥○　
　
　
　
　
　

我
の
三
哥

　

江
城
子

病
氣
が
治
っ
た
ば
か
り
で
裙も

す
その
腰
回
り
が
ゆ
る
ん
だ
。
輕
い
羅
う
す
も
のを
試
し
に

羽
織
っ
て
、
庭
木
に
も
た
れ
た
。
二
十
年
も
繁
華
な
都
市
で
過
ご
し
た
が
、

過
去
の
出
來
事
を
覺
え
て
い
よ
う
か
。
蠟
燭
は
燃
え
盡
き
て
香
爐
は
暖
か
く

花
は
目
を
閉
じ
よ
う
と
し
、
短
い
髮
を
垂
ら
し
た
髮
型
で
、
兩
の
頰
に
は
赤

い
笑
く
ぼ
〔
の
わ
た
し
〕。

今
、
旅
館
で
失
意
の
情
を
深
め
て
悲
し
む
。
長
い
眉
を
ひ
そ
め
る
ば
か
り

で
、
こ
の
愁
い
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
あ
暫
く
ご
ざ
を
廣
げ
て

夕
涼
み
を
樂
し
も
う
。
こ
の
風
塵
止
ま
な
い
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
誰
が
分

か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
の
一
人
の
妹
さ
ん
、
そ
し
て
私

の
三
人
の
兄
さ
ん
。

（
1
）「
江
城
子
」
は
詞
牌
名
。
三
十
五
字
、
五
平
韻
の
單
調
體
と
單
調
の
形
式
を
く
り
返

し
た
雙
調
體
が
あ
る
。『
詞
譜
』
卷
二
に
は
雙
調
體
と
し
て
北
宋
の
蘇
軾
の
作
を
例
に

擧
げ
る
。
本
作
は
雙
調
體
で
あ
り
、
前
後
段
と
も
表
面
で
は
女
性
を
詠
じ
て
い
る
が
、

董
康
自
身
の
詠
嘆
を
寓
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）「
軟
紅
」
は
「
軟
紅
塵
」
と
も
い
う
。
都
市
の
繁
華
、
に
ぎ
わ
い
を
い
う
。
宋
の
蘇

軾
「
次
韻
蔣
穎
叔
錢
穆
父
從
駕
景
靈
宮
（
蔣
穎
叔
・
錢
穆
父
の
景
靈
宮
に
從
駕
す
る
に

次
韻
す
二
首
」
其
二
（『
東
坡
全
集
』
卷
二
十
）
に
「
半
白
不
羞
垂
領
髮
、
軟
紅
猶
戀

屬
車
塵
（
半
白　

羞
ぢ
ず
領
に
垂
る
る
髮
、
軟
紅　

猶
ほ
戀
ふ
は
車
塵
に
屬
す
）」
と

あ
り
、
そ
の
自
注
に
「
前
輩
戲
語
有
西
湖
風
月
、
不
如
東
華
軟
紅
香
土
（
前
輩
の
戲
語

に
、
西
湖
の
風
月
は
、
東
華
〈
宋
の
宮
城
東
面
の
門
名
〉
の
軟
紅
香
土
に
如
か
ず
と
有

り
）」
と
い
う
の
に
基
づ
く
。

（
3
）「
影
事
記
曾

」
の
「
影
事
」
は
、
世
俗
の
一
切
の
事
は
幻
影
と
同
じ
で
あ
る
と
い

う
意
味
の
佛
敎
語
（『
楞
嚴
經
』
卷
五
）。
後
に
往
事
の
意
味
に
も
用
い
る
。
淸
の
厲
鶚

「
春
雨
夜
坐
」
詩
（『
樊
榭
山
房
集
』
卷
三
）
に
「
影
事
詎
可
追
、
新
愁
何
用
覓
（
影
事　

詎な
ん

ぞ
追
ふ
べ
け
ん
、
新
愁　

何
を
用
て
か
覓も
と

め
ん
）」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意

に
解
釋
し
た
。「
記
」
は
記
憶
の
意
。「
曾

」
の
「

」
は
疑
問
を
表
す
語
氣
詞
で
あ

る
が
、「
曾

」
の
用
例
を
未
だ
見
出
さ
ず
、「
曾
」
を
假
に
反
語
を
表
す
副
詞
と
解
釋

し
た
。

（
4
）「
偏
髻
」
は
「
偏
髾
し
よ
う

髻
」
の
略
。
偏
髾
髻
は
北
齊
の
宮
中
女
官
の
髮
型
（『
通
典
』

卷
六
十
二
）。
前
日
に
玉
姬
が
整
髮
し
た
こ
と
か
ら
連
想
し
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
）「
渦
」
は
「
笑
渦
」
の
略
。「
笑
渦
」
は
「
笑
窩
」
と
も
書
き
、
笑
く
ぼ
を
い
う
。

（
6
）「
龍
鬚
」
は
藺い

草ぐ
さ

の
一
種
の
「
龍
鬚
草
」
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、こ
れ
で
編
ん
だ
敷
物
、

ご
ざ
。

（
7
）「
風
塵
」
は
、
風
に
吹
か
れ
て
上
が
る
塵
を
い
う
が
、
ま
た
世
俗
、
塵
事
、
戰
亂
な

ど
の
意
味
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
世
俗
の
意
味
に
解
し
た
が
、
民
國
期
の
爭
亂
の
意
味
も

含
ん
で
い
よ
う
。

二
十
七
日

晴
れ
。
八
時
五
十
五
分
の
列
車
に
乘
り
東
京
に
出
か
け
る
。
勝
山
が
出
迎
え
、

一
緖
に
公
使
館
に
行
き
、
孫
伯
醇
と
會
う
。
村
上
〔
貞
吉
〕
君
が
續
い
て
到
着
。

彼
は
ち
ょ
う
ど
「
中
國
雅あ

片へ
ん

禁
令
考
」
を
編
集
中
で
あ
っ
た
。
私
は
「
雅
片
の
原

名
は
嬰
粟
で
あ
る
。『
本
草
』
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
禁
例
と
な
る
に
至
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、『
十
一
朝
東
華
錄
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
顚
末
を
調
べ
る
と
よ
い
。

合
わ
せ
て
歷
朝
に
お
け
る
法
律
編
修
の
際
の
案
語
を
參
照
す
る
と
、
き
っ
と
遺
漏

が
な
か
ろ
う
」と
吿
げ
た
。
村
上
は
私
と
と
も
に

求
堂
に
至
っ
て
か
ら
歸
っ
た
。



董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
九
）

九
二

田
中
が
ひ
と
り
だ
け
で
東
京
に
來
て
い
た
。
私
は
彼
に
お
悔
や
み
を
述
べ
た
。
晴

靄
夫
人
は
ま
だ
哀
し
み
に
沈
ん
で
お
り
、葉
山
に
居
續
け
て
戾
っ
て
い
な
か
っ
た
。

求
堂
で
毛
西
河
（
淸
の
毛
奇
齡
）
の
『
曼
殊
留
影
』
一
册
を
購
入
。
本
書
は
、

商
務
印
書
館
の
印
行
本（

1
）を
見
て
か
ら
今
に
至
る
ま
で
腦
裏
に
ま
と
わ
り
着
い
て

忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
に
渡
っ
て
舊
友
の
永
坂
石せ
き
た
い埭
【
周
】
が
入
手
し
て
い

た
と
は
全
く
知
ら
な
か
っ
た
。
册
中
に
は
有
名
人
の
題
識
が
非
常
に
多
い
。
そ
の

槪
略
を
下

に
記
し
て
お
く
。
田
中
は
ま
た
、「
石
埭
所
藏
の
宋
紹
興
本
『
梅
宛

陵
集（

2
）』
は
全
卷
の
半
分
強
が
殘
存
し
て
お
り
、
こ
れ
を
千
二
百
圓
で
購
入
し
、

琉
璃
廠
の
書
肆
に
賣
却
し
て
三
千
二
百
圓
で
賣
れ
た
」
と
告
げ
、「
そ
の
本
の
行

方
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
訊
ね
た
。
私
は
、「
舊
京
（
北
京
）
で
宋
版
を

愛
好
す
る
の
は
、
傅
沅
叔
同
年
（
傅
增
湘
）
と
周
叔
弢
（
周
暹
）
の
二
人
だ
け
で

あ
る
が
、
私
が
南
行
す
る
（
上
海
に
赴
く
）
時
に
は
、
こ
の
本
の
購
入
の
話
し
を

全
然
耳
に
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
上
海
の
潘
明
訓
（
潘
宗
周
）
か
陳
澄
衷マ

マ

（
正

し
く
は
陳
澄
中
）
が
手
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
答
え
た
。
勝

山
が
續
い
て
や
っ
て
き
た
。
少
し
座
っ
て
か
ら
、
私
を
東
京
驛
ま
で
見
送
っ
て
く

れ
た
。
三
時
十
分
の
列
車
で
熱
海
に
戾
る
。

曼
殊
留
視
册

杜
聯
「
序
」【
會
稽
（
浙
江
省
紹
興
市
）〔
の
人
〕】

趙
魏
「
優う

曇ど
ん

賸し
よ
う

劫ご
う

」
題
額
【（
一
七
四
六
―
一
八
二
五
）
字
（
正
し
く
は
號
）

は
洛
生
、
號
（
正
し
く
は
字
）
は
普
（
正
し
く
は
晉
）
齋
。
仁
和
（
浙
江
省

杭
州
市
）
の
人
。
碑
版
を
考
證
す
る
に
最
も
精
し
く
、
所
藏
の
金
石
に
『
竹

崦
〔
庵
〕
金
石
目
』
有
り
。
年
老
い
て
尤
も
篤
く
、衣
褐
完
か
ら
ず
と
雖
も
、

猶
ほ
堅
く
守
り
て
釋す

て
ず
。
好
古
、
癖
を
成
す
者
と
謂
ふ
べ
し
】

小
影
【
無
款
】

張
闇
然
「
七
絕
」
四
首
【
茂
苑
（
江
蘇
省
蘇
州
市
）】

梁
淸
標
「
沁
園
春
」
詞
【（
一
六
二
〇
―
一
六
九
一
）
字
は
玉
立
、
號
蕉
林
。

直
隸
眞
定
（
河
北
省
石
家
莊
市
正
定
縣
）
の
人
。
明
の
崇
禎
癸
未
（
十
六
年
、

一
六
四
三
）
の
進
士
。
淸
朝
に
て
、
官
は
保

マ
マ

（
影
印
本
「
和
」
に
作
る
の

が
正
し
い
）
殿
大
學
士
に
至
る
。
鑒
賞
に
精
し
く
、
所
藏
の
法
書
名
畫
は
天

下
に
甲
た
り
。『
秋
碧
堂
法
帖
』
を
刻
し
、『
蕉
林
詩
集
』
有
り
】

張
奐マ

マ

（
影
印
本
「
英
」
に
作
る
の
が
正
し
い
）「
七
絕
」
四
首
【（
一
六
三
七

―
一
七
〇
八
）
字
は
敦
復
、
晚
に
圃
翁
と
號
す
。
桐
城
（
安
徽
省
安
慶
市
桐

城
縣
級
市
）
の
人
。
康
煕
丁
未
（
六
年
、
一
六
六
七
）
の
進
士
。
官
は

華

殿
大
學
士
に
至
る
。
謚
は

端
。
著
に
『
存
誠
堂
詩
集
』
有
り
（『
庸
譚
』

は
「
有
」
を
脫
す
。
影
印
本
に
よ
り
補
う
）】

曹
禾
「
七
絕
」
二
首
【（
一
六
三
七
―
一
六
九
九
）
字
は
頌
嘉
、
號
は
峨
眉
。

江
南
の
江
陰
（
江
蘇
省
無
錫
市
江
陰
縣
級
市
）
の
人
。
康
熙
甲
辰
（
三
年

一
六
六
四
）
の
進
士
。
官
は
內
閣
中
書
た
り
。
博
學
鴻
詞
に
擧
げ
ら
れ
、〔
翰

林
院
〕
編
修
を
授
け
ら
れ
、
官
は
祭
酒
に
至
る
。『
峨
眉
集
』
有
り
】

方
象
瑛
「
七
絕
」
四
首
【
字
は
渭
仁
。
遂
安
（
浙
江
省
杭
州
市
淳
安
縣
千
島

湖
底
に
沒
す
）
の
人
。
康
熙
丁
未
の
進
士
。
學
（
衍
字
、
影
印
本
な
し
）
鴻

博
（
博
學
鴻
詞
の
略
稱
）
に
擧
げ
ら
れ
、
官
は
編
修
た
り
。『
健
松
（
影
印

本
は
「
松
」
の
古
字
「
梥
」
に
作
る
）
齋
詩
』
有
り
】

張
鴻
烈
「
七
絕
」
四
首
【
字
は
毅

、號
は
涇
原
。
山
陽
（
江
蘇
省
淮
安
市
）

の
人
。
廩
（
蔭
）
監
生
に
て
、
鴻
博
に
擧
げ
ら
れ
、〔
翰
林
院
〕
檢
討
を
授

け
ら
る
。
降
級
せ
ら
れ
て
國
子
助
敎
に
改
め
ら
る
。
大
理
寺
に

り
、
副そ

ふ
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る
に
憂
（
親
の
喪
）
を
以
て
歸
る
。
善
く
山
水
を
畫
く
】

蔡
升
元
「
月
上
紗
窗
烏
夜
啼
」
詞
【（
一
六
五
二
―
一
七
二
二
）
字
（
正
し

く
は
號
）
は
徵
元
、
號
（
正
し
く
は
字
）
は
方
麓
。
德
淸
（
浙
江
省
湖
州
市

德
淸
縣
）
の
人
。
康
煕
壬
戌
（
二
十
一
年
、一
六
八
二
）
の
第
一
人
及
第
（
狀

元
）。
官
は
禮
部
尙
書
に
至
る
。『
紀
恩
詩
』
有
り
】

朱
彝
尊
「
水
仙
子
」
二
首
【（
一
六
二
九
―
一
七
〇
九
）
字
は
錫

し
や
く
ち
や
う
鬯
、
號
は

竹
た

。
秀
水
（
浙
江
省
嘉
興
市
秀
州
區
）
の
人
。
布
衣
を
以
て
鴻
博
に
擧
げ

ら
れ
、
檢
討
を
授
け
ら
る
。『
曝
書
亭
集
』
有
り
】

田
需
「
七
絕
」
四
首
【
字
は
鹿
關
。
濟
南
（
山
東
省
濟
南
市
）
の
人
。
鴻
博

に
擧
げ
ら
れ
、
官
は
編
修
た
り
】

馮
勗き

よ
く

「
七
絕
」
八
首
【（
約
一
六
五
〇
―
一
七
二
五
）
字
は
方
寅
、
號
は
勉

曾
、
又
號
は

東
逸
史
。
元
和
（
江
蘇
省
蘇
州
市
）
の
人
。
布
衣
を
以
て
鴻

詞
に
擧
げ
ら
れ
、
檢
討
を
授
け
ら
る
。
著
に
『

東
集
』
有
り
】

陸
弘
定
「
七
絕
」
四
首
【
字
は
紫
度
、號
は
輪
山
。
嘉
興
（
浙
江
省
嘉
興
市
）

の
人
。
官
は

學
に
至
る
】

任
辰
旦
「
七
絕
」
四
首
【
字
は
千
之
、號
は
待
庵
。
蕭
山
（
浙
江
省
蕭
山
市
）

の
人
。
康
熙
丁
未
（
六
年
、
一
六
六
七
）
の
進
士
。
官
は
兵
科
給
事
中
に
至

る
】

張
廷
瓚
「
七
絕
」
四
首
【
字
は

い
う

臣
。
桐
城
の
人
。
康
熙
己
未
（
十
八
年
、

一
六
八
九
）
の
進
士
。
大
學
士
の
英
の
子
】

姜
啓
「
七
律
」
一
首
【
字
は
開
心
、
又
字
は
靑
鳥
。
會
稽
の
人
。
官
は
州
丞

た
り
】

鄭
勳
「
七
絕
」
四
首
【
字
は
簡
香
。
山
陰
（
浙
江
省
紹
興
市
）
の
人
。
官
は

驃
騎
都
尉
た
り
】

王
三
傑
「
哀
詞
」「
發

詞
」（
下
に
影
印
本
「
五
首
」
の
二
字
あ
り
）【
山

陰
の
人（

3
）】

趙
執
信
「
七
絕
」
二
首
【（
一
六
二
二
―
一
七
四
四
）
字
は
仲
符
、號
は
秋
谷
。

山
東
益
都
（
山
東
省
靑
州
市
）
の
人
。
康
熙
己
未
の
進
士
。
官
は
編
修
た
り
。

『
飴い

山
詩
集
』
有
り
】

張
睿
「
七
絕
」
二
首

李
澄
中
「
七
律
」
一
首
【（
一
六
二
九
―
一
七
〇
〇
）
字
は
渭
生
（
正
し
く

は
渭
淸
）、
號
は
養い

ん

田
、
又
號
は
漁
村
。
山
東
諸
城
（
山
東
省

坊
市
諸
城
縣

級
市
）
の
人
。
貢
生
に
拔ぬ
き
んで
ら
れ
、
鴻
博
に
擧
げ
ら
れ
、
檢
討
を
授
け
ら
る
。

官
は
翰
林
侍
讀
に
至
る
。『
臥
象
山
房
集
』『
白
雲
村
集
』
等
有
り
】

毛
奇
齡
「
曼
殊
葬
銘
」「
金
絨
兒
從
葬
銘
」「
曼
殊
別
傳
」
及
び
「
題
識
」

王
源
「
跋
」

王
宗
炎
「
跋
」

（
1
）『
曼
殊
留
影
』
の
商
務
印
書
館
影
印
本
は
民
國
十
九
年
（
一
九
三
〇
）
九
月
の
出
版

で
あ
る
。
奥
附
に
「
中
華
民
國
十
九
年
九
月
初
版
／
珂
羅
版
雙
層
宣
紙
印
／
每
册
大
洋

肆
元
／
外
埠
酌
加
運
費
滙
費
／
發
行
者　

中
華
學
藝
社
／
印
刷
者　

上
海
寶
山
路　

商

務
印
書
館
／
發
行
所　

上
海
及
各
埠　

商
務
印
書
館
」
と
あ
る
。

（
2
）
永
坂
石
埭
（
弘
化
二
年
一
八
四
五
―
大
正
十
三
年
一
九
二
四
）、
名
は
周
、
通
稱
は

周
二
。
尾
張
名
古
屋
の
人
。
代
々
の
醫
業
を
嗣
ぐ
か
た
わ
ら
、
森
春
濤
門
の
詩
人
と
し

て
名
を
馳
せ
、
ま
た
書
も

く
し
た
。
神
田
御
玉
ヶ
池
の
梁
川
星
巖
舊
宅
を
購
入
し
玉

池
仙
館
と
稱
し
て
住
し
た
が
、晚
年
に
歸
鄕
し
て

墨
を
樂
し
む
餘
生
を
送
っ
た
（『
明

治
漢
詩

集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
、「
略
歷
」
頁
四
一
八
參
考
）。
董
康
は
『
曼
殊

留
影
』
と
宋
紹
興
本
『
梅
宛
陵
集
』
を
石
埭
の
舊
藏
と
記
す
が
、
こ
れ
は
誤
り
。
兩
本

は
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
六
月
（
二
十
二
日
に
入
開
札
）
の
皎
亭

庫
の
賣
立
て

の
目
錄
（『
皎
亭

庫
內
野
家
竝
某
家
藏
品
入
札
』）
に
見
え
、
前
者
は
「
三
五
二　

曼



董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
九
）

九
四

殊
留
視
圖
册　

石
埭
外
題
」、
後
者
は
「
九　

宗
（
宋
が
正
し
い
）
刊
宛
陵
集　

十
册
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。『
曼
殊
留
影
』（『
曼
殊
留
視
圖
册
』）
に
石
埭
の
外
題
が
あ
る
こ
と

か
ら
（
商
務
印
書
館
影
印
本
に
は
存
せ
ず
）、
董
康
は
彼
の
舊
藏
と
誤
認
し
、
さ
ら
に

宋
紹
興
本
『
梅
宛
陵
集
』
も
そ
の
所
藏
で
あ
っ
た
と
誤
解
し
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
商

務
印
書
館
本
『
曼
殊
留
影
』
の
張
元
濟
の
跋

に
、
內
野
皎
亭
（
明
治
六
年
一
八
七
三

―
昭
和
九
年
一
九
三
四
。
名
は
悟
、
通
稱
は
五
郞
三
）
の
所
藏
を
借
り
て
撮
影
し
、
影

印
出
版
し
た
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、『
曼
殊
留
影
』
は
永
坂
石
埭
の
舊
藏
で

は
な
く
、
內
野
皎
亭
の
藏
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
家
藏
の
影
印
本
の
帙

題
簽
に
は
「
皎
亭
鑒
臧
（
小
字
雙
行
）
曼
殊
留
影
〻
本
」
と
墨
書
す
る
）。
な
お
宋
紹

興
本
『
梅
宛
陵
集
』
は
北
宋
の
梅
堯
臣
『
宛
陵
先
生

集
』
六
十
卷
の
宋
版
殘
本
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
上
海
圖
書
館
に
現
藏
さ
れ
、『
上
海
圖
書
館
藏
宋
本
圖
錄
』（
上
海
古
籍

出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
頁
一
三
一
）
に
は
、「
宋
紹
興
十
年
（1140

）
汪
伯
彥

刻
嘉
定
元
年
（1208

）
補
版
十
六
年
至
十
七
年
（1223

〜1224

）
重
修
本
﹇
存
三
十
卷
，

十
三
至
十
八
、
三
十
七
至
六
十
﹈」と
い
う
刊
本
で
あ
り
、日
本
か
ら「
中
土
」に
も
ど
っ

て
陳
澄
中
の
得
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
董
康
が
購
入
者
の
一
人
と
し

て
陳
澄
中
を
推
測
し
た
の
は
正
鵠
を
得
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
家
藏
の
『
皎
亭

庫
內

野
家
竝
某
家
藏
品
入
札
』
に
は
、『
宛
陵
集
』
の
落
札
價
格
を
「1,230

圓
」
と
鉛
筆
書

き
し
て
い
る
。

（
3
）
王
三
傑
の
「
哀
詞
」「
發

詞
」
は
、
影
印
本
で
は
李
澄
中
の
後
に
配
次
さ
れ
、「
山

陰
人
」
の
三
字
を
見
な
い
。

二
十
八
日

晴
れ
。
毅
孫
の
手
紙
を
受
け
取
り
、
鐵
保
が
夏
季
休
暇
で
旅
行
し
て
測
量
實
習

を
行
い
、
そ
れ
が
終
わ
っ
て
上
海
に
戾
っ
た
と
知
る
。
ま
た
申
保
が
北
京
大
學
の

地
質
科
の
入
試
に
合
格
し
た
こ
と
が
述
べ
て
あ
り
、
玉
姬
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て

大
變
に
喜
び
安
心
し
た
。
ま
た
北
平
の
劉
抱
愿
の
手
紙
を
受
け
取
り
、
本
校
の
法

律
系
に
公
牘
の
課
目
が
增
設
さ
れ
、
私
に
擔
當
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
知
る
。

科
擧
が
廢
止
さ
れ
て
か
ら
、
各
大
學
の
卒
業
生
は
、
新
知
識
は
豐
富
で
あ
る
が
、

各
種
の
試
驗
を
受
け
、
選
拔
さ
れ
て
部
署
に
分
屬
し
、
政
務
の
上
で
こ
の
こ
と
を

行
う
に
至
っ
て
は
、
お
お
む
ね
が

章
を
書
き
執
務
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

と
に
歷
史
が
始
ま
っ
て
以
來
、
政
治
上
の
大

章
は
公
牘
に
よ
っ
て
表
現
し
な

か
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
。
本
校
の
主
任
が
、
こ
こ
に
考
慮
し
た
の

は
、
至
極
、
當
然
の
急
務
で
あ
る
。
顧
二
が
東
京
か
ら
や
っ
て
來
た
。
晝
食
を
共

に
し
て
か
ら
歸
っ
て
い
っ
た
。
小
林
に
手
紙
を
出
し
、
百
圓
を
添
え
、
高
野
山
親

王
院
の
水
原
堯
榮
住
職
に
轉
送
し
て
、
貞
慧
の
供
養
料
と
し
て
も
ら
う
よ
う
依
賴

し
た
。
北
平
に
い
た
と
き
に
、
本
山
か
ら
盂
蘭
盆
參
詣
の
案
內
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
頃
、
旅
行
の
準
備
で
慌
た
だ
し
く
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
ま
で
氣
が
回
ら
な

か
っ
た
の
で
、
今
、
そ
の
補
い
と
し
た
。
ま
た
申
保
に
手
紙
を
出
し
、
試
驗
の
樣

子
を
訊
ね
た
。

貞
慧
夫
人
小
傳（

1
）

夫
人
、
小
名
は
娃
、
字
は
綺
卿
。
源
は
博
陵
に
出
づ
。
余
の
第
五
姨
の
河

東
氏
に
適と
つ

ぐ
者
の
養
女
な
り
。
姿
性
明
嫿く

わ
く（
性
格
が
淸
ら
か
で
美
し
い
）、

儀
止
詳
華
（
立
ち
居
振
る
舞
い
が
し
と
や
か
で
綺
麗
）
に
し
て
、
婉え

ん
れ
ん

と
し

て
歡
を
承
け
（
美
し
く
て
氣
に
入
ら
れ
）、
備つ

ぶ

さ
に
鍾
愛
せ
ら
る
。
姨を
ば

の
夫

の
筱せ

う
は
ん颿
徵
君
（
朝
廷
の
招
聘
を
辭
し
た
隱
士
）
は
單
門
（
緣
故
が
少
な
く
貧

し
い
家
柄
）
孤
立（

2
）に
し
て
、
門
に
期
功
（
親
疎
に
應
じ
五
等
級
の
喪
服
を

着
け
る
べ
き
親
族
）
を
絕
つ
。
老
い
を
篤
く
し
情
を
慰
め
、
視
る
こ
と
己
の

出
に
同
じ
。
姨
は
先
慈
（
亡
母
）
と
孿ら

ん

生
（
雙ふ
た
ご子
）
た
り
て
、
情
誼
素
よ
り

ま
こ
とな
り
。
余
の
孤
露
（
幼
少
で
父
を
亡
く
し
た
境
遇
）
を
憐
れ
み
、鞠
敎
（
養

育
と
敎
育
）
に
任
ぜ
ん
こ
と
を
願
ふ
。
年
十
四
に
し
て
、
招
き
て
其
の
家
に

入
れ
、
名
師
を
延ま

ね

き
擧
業
（
科
擧
の
た
め
の
勉
學
）
を
課
し
、
卽
ち
夫
人
を

し
て
伴
讀
せ
し
む
。
師
、
授
く
る
に
『
毛
詩
』『
女
誡
』
を
以
て
し
、
耳
に

諳そ
ら
んじ
誦
を
成
す
。
稍
や
長
じ
て
、
韻
語
の
『
花
間
〔
集
〕』『
才
調
〔
集
〕』



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
二
號

九
五

を
習
ひ
、
口
に
上の
ぼ

せ
て
了
了
た
り
。
余
の
博
士
弟
子
員
に
補
せ
ら
る
る
比
こ
ろ
ほ
ひ、

姨
と
先
慈
と
、
夫
人
の
筓
年
（
女
子
の
成
人
の
年
齡
、
十
五
歲
）
を
待
ち
、

贅
し
て
（
入
り
婿
と
な
っ
て
）
其
の
業
（
家
產
）
を
承
く
る
こ
と
を
協
議
す
。

事
、
叔を

ぢ

の
贈
公
の
聞
く
所
と
爲
り
、
絕
產
を
覬き

ゆ覦
す
る
（
相
續
人
の
な
い
財

產
を
得
よ
う
と
望
ん
で
い
る
と
の
こ
と
）
を
以
て
嫌
と
爲
し
、毀
議
を
誡
め
、

且
つ
爲
に
弘
農
氏
（
楊
氏
）
と
婚
す
る
こ
と
を
論
ず
。
姨
、
心
滋い

よ

い
よ
懌よ
ろ
こば

ず
。戊

子
（
光
緖
十
四
年
、一
八
八
八
）、余
は
秋

に
捷
し
（
鄕
試
に
合
格
し
）、

己
丑
（
同
十
五
年
、
一
八
八
九
）、
南
宮
（
會
試
）
に
聯
捷
し
、
庚
寅
（
同

十
六
年
、一
八
九
〇
）、殿
廷
の
諸
試
に
補
せ
ら
れ
（
進
士
と
な
り
）、西
曹
（
刑

部
）
に
觀
政
す
。
是
の
年
、
姨
、
病
歿
す
。
垂
危
（
危
篤
に
近
い
こ
ろ
）
に
、

先
慈
の
手
を
執と

り
、夫
人
を
以
て
相
屬し
よ
くす
。
先
慈
、余
を
以
て
出
で
繼
が
し
め
、

兼
ち
よ
う

（
一
人
で
二
家
系
の
後
嗣
と
な
り
祭
祀
を
引
き
繼
ぐ
）
の
子
の
婦
を

納
る
る
の
俗
例
を
援ひ

き
、
復ま
た

前
約
を
申か
さ

ぬ
る
（
前
の
約
束
を
再
び
結
ぶ
）
こ

と
を
允ゆ

る

し
、
姨
始
め
て
瞑
す
。
歲
杪
（
年
末
）、
余
、
假
を
乞
ひ
て
親
を
省

す
る
に
、
先
慈
は
傷
寒
に
嬰か

か

り
危
殆た
い

す
。
藥
鑪
病
榻
、
俱
に
夫
人
に
賴
り
、

調
護
以
て
痊い

ゆ
。
已
に
諏
吉
し（
吉
日
を
選
び
）先
に
弘
農
氏
を
迎
へ
ん
と
す
。

余
は
夫
人
の
服
（
服
喪
期
間
）
の
終
は
る
を
俟ま

ち
竝
び
擧
げ
ん
と
欲
し
、
固

く
期
を
緩
く
せ
ん
こ
と
を
請
ふ
も
、
可ゆ

る

さ
れ
ず
。
翌
年
、
姻
を
畢を

ふ
。
都
に

入
り
職
を
供
し
、
部
署
稍
定
ま
り
、
板
輿
も
て
迎
へ
養
ふ
（
親
を
任
地
に
迎

え
養
う
）。
癸
甲
（
癸
巳
、
甲
午
。
光
緖
十
九
、
二
十
年
。
一
八
九
三
、

九
四
）
の
交
、
先
慈
曁お
よ

び
嗣
慈（

3
）の
憂
（
死
去
）
に
丁あ
た

り
、
歸
り
てち
ゆ
ん
せ
き穸（
墓

に
埋
葬
す
る
）
を
謀
り
、
仍よ

り
て
姨
家
に
寓
す
。
燕
見
（
私
的
に
會
う
）
每ご
と

に
藝
を
榷か
く

し
（
學
問
・

藝
を
討
論
す
る
）、
中
表
（
い
と
こ
）
の
禮
を
執

り
惟た
だ

謹
む
。
禮
を
讀
み
家
居
す
る
も
、
人
事
牽
率
し
（
わ
ず
ら
わ
し
）、
慈

（
母
）
の
治
命
（
生
前
の
遺
言
）、
遂
に
沈
淪
を
致
す
。
服
を
は

り
北
上
す

る
に
、
夫
人
、
郞
潛
（
長
く
昇
進
せ
ず
）
淸
素
（
淸
貧
）
な
る
を
以
て
、
金

條
（
金
の
延
べ
棒
）
を
出い

だ

し
脫
し
（
手
放
し
）、以
て
匱き

竭け
つ
（
窮
乏
）
を
補
ふ
。

未
だ
幾
ば
く
も
あ
ら
ず
し
て
徵
君
下
世
し
、
族
弟
の
某
に
由
り
て
入
り
嗣
が

し
む
。

庚
子
の
拳
禍
（
光
緖
二
十
六
年
〈
一
九
〇
〇
〉
の
義
和
團
の
亂
）
作お

こ

り
、

畿
輔
騷
然
た
り
。
車
駕
西
幸
す
る
（
西
太
后
が
西
安
に
難
を
避
け
る
）
も
、

余
は
職
を
守
り
未
だ
去
ら
ず
。
同
鄕
の
某
鉅
公
、
醵
金
し
て
京
僚
を
賑
（
救

濟
）
し
、
夫
人
は
二
百
金
を
附
し
至
る
。
危
城
を

し

拄ち
ゆ

し
（
支
え
）、
未
だ

溝こ
う
が
く壑
に
捐す

て
ら
れ
ざ
る
は
、
其
の
德
に
沐
す
れ
ば
な
り
。

辛
亥
の
役
（
宣
統
三
年
〈
一
九
一
一
〉
の
辛
亥
革
命
）、
地
を
避
け
て
東

游
す
（
日
本
に
行
く
）。
春
明
の
夢
（
官
僚
と
し
て
出
世
す
る
夢
）
醒
め
、

時
に
鄕
思
に
切
に
し
て
、
尺
素
（
書
翰
）
往
還
す
れ
ど
も
、
勞
結
（
結
ぼ
れ

た
思
い
）
を
喩さ

と

る
莫
し
。
癸
丑
（
民
國
二
年
、
一
九
一
三
）、
舶
書
歸
航
し
、

里
に
旋か

へ

り
走
訪
す
。
適
た
ま
親
串く
わ
ん（
親
戚
）
の
家
の
慶

（
祝
宴
）
に
赴
き
、

之
を
跡た

づ

ぬ
れ
ば
く
ん
げ
き屐
（
一
族
の
子
弟
）
庭
に
盈み

ち
、〔
夫
人
は
〕
信
を
聞
き

て
出
で

む
か

ふ
。
聽
鏡
卜
箕（

4
）、
未
だ
閨
憶
を
萌き
ざ

さ
ず
、
花
慵
く
玉
粲あ
ざ

や
か
に
、

正
に
茂
ん
な
る
華
年
な
り
。
輿
を
命
じ
偕と

も

に
返
り
、
行
縢
（
旅
囊
、
旅
行
の

荷
物
）
を
曩さ
き

の
書
室
に
安
置
す
。
余
曰
く
、「
虞は
か

ら
ざ
り
き
游
子 

今 

館
甥
（
女

婿
）
と
作な

る
と
は
」
と
。
夫
人
嫣
然
（
に
こ
り
）
と
し
て
微わ
づ

か
に
あ
か

ら
む
。

茲こ
れ

よ
り
そ
ん

饌せ
ん

、
躬み

自づ
か

ら
潔
治
す
。
每
晚
、
小
鬟
（
若
い
侍
女
）
を
携
へ
出
で



董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
九
）

九
六

て
情
話
し
、
午
夜
に
至
り
て
始
め
て
歸
る
。
藝
風
老
人
（
繆
荃
孫
）
滬
（
上

海
）
に
游
び
故
書
を
評
論
せ
ん
こ
と
を
約
し
、
未
だ
旬
日
な
ら
ず
し
て
、
价

（
召
使
い
）
を
遣
は
し
て
邀む

か

へ
歸
ら
し
む
。
蓋
し
其
の
心
潮
の

（
氣
を

揉
み
）、一
日
三
秋
に
幾ち
か

か
ら
ん
。
籬
菊
初
霜
、先
人
孿
生
（
母
と
雙
生
の
姨
）

の
雙
慶
（
誕
生
日
）、
合
は
せ
て
道
場
を
淸
涼
蘭
若
に
建
て
、
老

の
嚴
に

侍
し
僧
寮
に
憩
ふ
。
嚴
、
舊
約
を
詰
し
、
力
め
て
牉
合
（
結
婚
）
を
謀
る
。

爰こ
こ

に
馳
せ
て
弘
農
氏
に
報
じ
、漢
の
長
勿
相
忘
竟
（
鏡
）
曁お
よ

び
小
蓬
萊
閣
（
淸

の
篆
刻
家
の
黃
易
）
鐫
す
る
鴛
鴦
印
を
納
れ
て
聘
と
爲
し
、
嚴
に
由
り
て
主

に
代
は
ら
し
め
告
祭
し
て
禮
を
成
す
。
偶
た
ま
前
悰
を
絮
し
（
樂
し
い
思
い

出
を
語
っ
て
）、
頗
る
薄
倖
を
譏
る
。
余
曰
く
、「
玉
鏡
臺
の
事
は
千
古
の
艷

傳
な
れ
ど
も
、終
に
年
齡
を
以
て
す
れ
ば
未
だ
姑
女
に
愜か

な

は
ざ
る
の
み（

5
）」
と
。

夫
人
曰
く
、「
禮
に
男
子
は
三
十
に
し
て
娶
り
、
女
子
は
二
十
に
し
て
嫁
す
、

と
稱
す
。
蓋
し
生
理
に
依
り
て
定
衡
と
爲
し
、
茂
陵 
妾
を
買
ふ（

6
）の
缺
陷
を

補
ふ
所
以
な
ら
ん
。
儂わ

れ

と
君
と
は
適
た
ま
其
の
期
に
符
す
。
胡な

ん
ぞ
匹
に
匪あ
ら

ず
と
云
は
ん
や
」
と
。

適
た
ま
梁
新
會
（
梁
啓
超
）
司
法
に
長
た
り
、法
制
を
商
榷
す
る
を
以
て
、

電
し
て
都
に
入
ら
ん
こ
と
を
促
す
。
夫
人
、
殘
秤
の
陣
壘
（
終
盤
を
迎
え
た

圍
碁
。
政
變
、
混
亂
の
後
の
政
局
の
こ
と
）、
五
湖
の
煙
波
の
恙
無
き
を
支

へ
難
し
（
國
內
の
平
安
を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
）
と
謂
ひ
、
諄
と
し
て
封

侯
の
念
を

を
さ

め
ん
こ
と
を
屬
す
（
高
官
に
な
る
思
い
を
引
っ
込
め
る
よ
う
心

を
こ
め
て
賴
ん
だ
）。
方
に
聘
を
却
け
ん
こ
と
を
思
へ
ど
も
、
春
明
（
都
の

政
府
）
の
故
知
の
函
（
書

）
を
疊か
さ

ね
て
敦
く
促
す
に
因
り
、
始
め
て
次
年

の
春
仲
に
於
い
て
行
を
成
す
。
尋つ

い
で
廷
尉
（
大
理
院
院
長
）
を
領
し
、
乃

ち
迎
へ
至
り
、
廡い
へ

を
賃
し
久
遠
の
計
を
作な

す
。

維こ

の
時
、
祚
運
（
王
朝
の
命
運
）
更あ
ら
たま
る
と
雖
も
、
累
朝
の
法
物
遺
跡
燦

然
た
り
。
公
餘
に
偕と
も

に
名
區
を
歷め
ぐ

り
、
間ま
ま

題
詠
有
り
。
余
は
性 

書
を
聚
む

る
を
喜こ
の

み
、
終
日
、
頭
を
故
簡
（
古
書
）
に
埋
む
。
几
案
陵
轢
す
る
（
書
籍

が
机
上
か
ら
溢
れ
出
る
）
に
至
る
每ご
と

に
、
夫
人
、
之
が
爲
に
典
守
（
保
管
）

整
理
す
。
如も

し
異
本
（
珍
し
い
本
）
に
覯あ

へ
ば
、紅
泥
の
小
印
を
上
に
鈐
す
。

顧た

だ
居
れ
ば
恆つ
ね

に
鏡
に
對む
か

ひ
て
悽
嘿
し
（
悲
し
み
默
っ
て
）、
之
に
叩と

へ
ば
、

曰
く
、「
禍
福
倚
伏
す
と
は
、『
老
子
』
の
名
言（

7
）。
今
、
旣
に
合
歡
す
れ
ど
も
、

頗
る
造
物
（
天
）
の
人
を
忌
む
を
慮
る
」
と
。
多
方
に
解
慰
す
る
も
、
終
に

未
だ
釋
然
た
ら
ず
。

乙
卯
（
民
國
四
年
、
一
九
一
五
）
春
、
猝に

は

か
に
溫
證
を
感
じ
（
膓
チ
フ
ス

に
罹
り（

8
））、
潮
熱
往
還
し
、
胎
を
傷そ
こ

ひ
流
產
し
、
醫
療
效き

く
罔な

し
。
三
月
初

九
日
に
至
り
、
失
血
し
て
殞い

ん

す
（
死
す
）、
年
三
十
六
。
曉
鐘
禪
師
を
挽ひ

き

て
讚
佛
皈き

え依
せ
し
め
、
貞
慧
と
命
名
し
、
竝
び
に
『
華
嚴
懺
儀
』
四
十
二
卷

を
梓
行
し
、
用
て
善
行
を
增
す
。
禪
師
の
弟
子
の
現
明
上
人
は
金
光
明
法
に

精く
は

し
く
、
嘗
て
素
幕
に
於
い
て
爲
に
三
生
を
叩
く
。
始
め
天
女
散
花
の
相
を

現
は
し
、
次
に
一
甲
第
（
立
派
な
邸
宅
）
を
現
は
す
。
綠
楊
の
樓
閣
、
翠
茘

の
垣
牆
。
一
人 

門
に
佇
み
候ま

ち
、
介
士
（
鎧
武
者
）
側
ら
に
侍
す
。
婑わ

だ

た
る
（
た
お
や
か
で
美
し
い
）
女
郞
の
油
璧
（
車
の
一
種
）
に
乘
り
て
至
る

有
り（

9
）。
於あ
あ

以
て
脩
短
數
有
る
（
壽
命
の
長
短
は
定
め
が
あ
る
こ
と
）
を
知

る
な
り
。
遺
稿
叢
殘
し
、
尙
ほ
編
訂
を
待
つ
。

課
花
主
人
（
董
康
）
曰
く
、
余
と
夫
人
は
禮
を
以
て
義
を
以
て
情
を
以
て

允ま
こ
とに
宜
し
。
分
を
閨
中
に
定
め
、
端
を
倫
始（
10
）（
夫
婦
）
に
克よ

く
す
。
詎な
ん

ぞ
格



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
二
號

九
七

に
中あ
た

る
餘
親
（
親
族
と
し
て
正
當
で
あ
る
が
遠
緣
の
者
）、
定
軌
（
定
ま
っ

た
規
則
）
に
わ

か
る
る
（
定
ま
っ
た
規
則
に
背
く
こ
と
）
を
致
さ
ん
。
玉
釵

の
約
を
尋あ
た
たむ
る
（
約
束
を
重
ね
る
）
に
お
よ

び
、
未
だ
前
愆け
ん

（
過
去
の
過
ち
）

を
弭や

め
ず
。
紅
豆
に
詩
を
題
し
【
紅
豆
圖
一
幀た
う

有
り（
11
）】、
遽に
は

か
に
逝
景
を
催

す（
短
命
な
死
を
急
に
迎
え
た
）。夢
境
を
溫
循
す
れ
ば（
繰
り
返
し
巡
る
と
）、

き
よ
く

然
（
悲
し
み
い
た
む
さ
ま
）
と
し
て
神
傷
む
（
こ
こ
ろ
傷
む
）。

（
1
）
董
康
は
、
表
妹
（
從
妹
。
董
康
の
實
母
高
氏
の
妹
の
養
女
）
で
あ
り
、
非
正
式
な

妻
で
も
あ
っ
た
貞
慧
夫
人
、
す
な
わ
ち
柳
綺
卿
の
生
涯
を
記
し
た

章
と
し
て
、
こ
の

「
貞
慧
夫
人
小
傳
」
の
ほ
か
に
、「
河
東
君
行
述
」
を
著
し
て
い
る
。「
河
東
君
行
述
」
は
、

上
海
圖
書
館
所
藏
の
董
康
手
稿
本
で
あ
る
。
未
刊
で
あ
っ
た
が
、
楊
月
英
氏
が
整
理
、

校
定
し
て
論

「
法
學
者
の
心
の
苦
し
み
―
董
康
『
書
舶
庸
譚
』
中
の
苦
澁
に
滿
ち
た

戀
愛
を
通
し
て
―
」（『
學
林
』
第
六
六
號
、
中
國
藝

硏
究
會
、
二
〇
一
八
年
五
月
）

に
附
錄
し
て
い
る
。
な
お
楊
論
は
、「
河
東
君
行
述
」
に
「
眞
實
の
情
況
」
が
記
錄
さ
れ
、

「
貞
慧
夫
人
小
傳
」
に
は
「
美
化
」
潤
色
し
た
點
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
貞

慧
夫
人
小
傳
」
の
訓
注
に
は
楊
氏
の
論

と
附
錄
の
「
河
東
君
行
述
」
の
錄

を
參
考

に
し
た
。

（
2
）「
立
」
の
原

は
「
允
」
で
あ
る
が
、

意
が
通
じ
な
い
。「
允
」
は
「
立
」
の
形

近
の
譌
と
み
な
し
、「
立
」
に
改
め
て
解
釋
す
べ
き
で
あ
り
、『
太
平
廣
記
』
卷
四
五
三

「
李
令
緖
」（
出
『
騰
聽
異
志
錄
』）
に
「
我
は
單
門
孤
立
、
亦
た
親
表
無
し
」
と
い
う

用
例
が
あ
る
（
楊
月
英
氏
の
敎
示
に
よ
る
）。
王
君
南
の
整
理
本
（
河
北
敎
育
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
。
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
七
月
）、
朱
慧
の
整
理
本
（
中

華
書
局
、
二
〇
一
三
年
六
月
）
は
、
み
な
「
單
門
孤
、
允
門
絕
期
功
」
と
標
點
す
る
が
、

よ
ろ
し
く
な
い
。

（
3
）「
嗣
慈
」
は
養
子
先
の
母
、
義
母
。
董
康
は
幼
少
時
に
同
族
の
董
連
芳
家
の
繼
嗣
と

な
っ
て
お
り
、「
嗣
慈
」
は
董
連
芳
の
未
亡
人
の
范
氏
を
指
す
。

（
4
）「
聽
鏡
」
は
、
除
夜
あ
る
い
は
元
日
の
夕
べ
に
鏡
を
胸
に
抱
き
門
口
に
出
て
人
の
言

葉
を
聽
い
て
吉
凶
を
占
う
習
俗
。「
卜
箕
」
は
、
箕
に
女
の
衣
裳
を
着
せ
た
「
箕
姑
」

を
二
人
の
子
供
に
持
た
せ
、
砂
を
敷
い
た
盤
に

字
を
書
か
せ
て
吉
凶
を
占
う
元
宵
の

日
の
習
俗
。
蘇
州
地
方
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
董
康
の
故
鄕
の
武
進
（
常
州
市
）
は
蘇

州
の
北
邊
に
當
た
る
。

（
5
）「
玉
鏡
臺
」
は
、
晉
の
溫
嶠
が
從
姑
（
お
ば
）
劉
氏
の
ひ
と
り
女
を
後
妻
と
し
て
迎

え
た
と
き
の
結
納
の
品
で
、
溫
嶠
は
、
そ
の
新
婦
か
ら
「
老
奴
」
と
い
わ
れ
た
（『
世

說
新
語
』
假
譎
）。

（
6
）
前
漢
の

豪
の
司
馬
相
如
が
茂
陵
の
人
の
む
す
め
を
妾
と
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

妻
の
卓

君
が
「
白
頭
吟
」
を
作
っ
て
緣
を
絕
と
う
と
し
た
の
で
、相
如
は
思
い
止
ま
っ

た
と
い
う
故
事
（『
西
京
雜
記
』
卷
三
）。

（
7
）『
老
子
』
第
五
十
八
章
に
「
禍
兮
福
之
所
倚
、
福
兮
禍
之
所
伏
（
禍
は
福
の
倚
る
所
、

福
は
禍
の
伏
す
る
所
）」
と
あ
る
。

（
8
）「
溫
證
」
で
は
な
く
、
實
際
は
墮
胎
藥
の
服
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
楊
氏

前
掲
論

（
頁
一
一
三
）
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
書
四
卷
本
の
卷
四
・
民

國
十
六
年
四
月
八
日
條
に
は
「
血
證
」
と
あ
る
。

（
9
）
本
書
四
卷
本
の
民
國
十
六
年
四
月
八
日
條
に
載
せ
る
「
感
逝
」
詩
其
二
に
も
「
徒
い
た
づ
ら

に

羅
帳
に
憑よ

り
傾
城
を
幻
ず
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
そ
の
自
注
に
「
廣
濟
寺
の
僧
現
明
は

金
光
明
術
を
諳
ん
じ
、
嘗
て
就
い
て
因
果
を
叩
く
に
、
衞
公
紅
拂
の
故
事
を
現
ず
れ
ど

も
名
姓
同
じ
か
ら
ず
。
云
々
」
と
あ
る
（
九
卷
本
は
「
感
逝
」
詩
を
卷
四
上
の
四
月
十

日
條
に
載
せ
、
自
注
を
刪
去
す
る
）。「
衞
公
紅
拂
の
故
事
」
と
は
、
衞
公
李
靖
の
も
と

に
隋
の
司
空
の
楊
素
の
紅
拂
妓
が
來
奔
し
、
姓
は
張
と
名
乘
っ
て
李
靖
に
仕
え
、
後
に

現
れ
た
虬
髯
客
と
共
に
李
世
民
の
唐
王
朝
創
業
に
協
力
し
た
と
い
う
故
事
（
唐
代
小
說

の
杜
光
庭
「
虬
髯
客
傳
」）
で
あ
る
。

（
10
）「
倫
始
」
は
、
宋
の
沈
該
『
易
小
傳
』
卷
四
に
「
人
倫
始
於
夫
婦
（
人
倫
は
夫
婦
に

始
ま
る
）」
と
あ
る
の
に
よ
り
、
夫
婦
を
い
う
。

（
11
）
ま
た
四
卷
本
の
民
國
十
六
年
四
月
八
日
條
に
、
貞
慧
夫
人
（
博
陵
君
）
の
死
去
に

關
し
て
「
臨
終
に
、
名
畫
士
の
蔣
克
莊
を
挽
き
、
紅
豆
圖
を
寫
し
余
に
貽お
く

ら
し
む
。
曾

て
松
隣
（
友
人
の
吳
昌
綬
）
に
丐こ

ひ
題
墨
せ
し
む
」
と
あ
る
。「
紅
豆
」
は
、
豆
科
蔓

性
常
綠
樹
に
屬
す
る
紅
豆
樹
や
相
思
子
（
和
名
と
う
あ
ず
き
）
の
類
の
實
を
指
す
。
詩

詞
な
ど
の

學
作
品
で
は
男
女
の
愛
情
を
現
わ
す
植
物
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
。

二
十
九
日

孫
逸
齋
に
手
紙
を
出
す
。玉
姬
と
手
す
り
に
も
た
れ
て
遙
か
彼
方
を
眺
め
る
と
、

白
い
雲
の
湧
き
起
こ
っ
た
下
に
遠
山
が
見
え
た
が
、
こ
れ
が
大
島
で
あ
る
。
そ
の

や
や
近
く
で
海
面
に
こ
ん
も
り
と
苔
む
し
た
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
る
の
が
初
島
で

あ
る
。
そ
れ
よ
り
東
が
伊
東
で
あ
り
、
每
日
一
回
、
伊
東
か
ら
こ
こ
を
經
由
し
て



董
康
『
書
舶
庸
譚
』
九
卷
本
譯
注
（
九
）

九
八

大
島
（
伊
豆
大
島
）
に
向
か
う
連
絡
船
の
往
復
便
が
あ
り
、
朝
晚
八
時
に
海
岸
に

短
時
間
、
停
泊
す
る
。
女
中
に
よ
れ
ば
、
大
島
の
隣
に
三
原
山
が
あ
り（

1
）、
岩
壁

か
ら
煙
が
絲
筋
の
よ
う
に
出
て
い
る
が
、
こ
れ
も
日
本
の
火
山
の
一
つ
で
あ
る
。

失
意
の
靑
年
男
女
が
よ
く
こ
こ
で
心
中
す
る
の
で
、
現
在
で
は
巡
査
が
見
回
り
、

先
に
進
む
の
を
禁
止
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
初
島
の
住
民
は
わ
ず
か

四
十
二
戶
で
あ
り
、
政
府
の
法
律
で
戶
口
を
制
限
し
、
も
し
增
加
す
れ
ば
、
別
の

地
域
に
分
け
て
居
住
さ
せ
て
い
る
。
島
內
に
は
井
戶
が
な
く
、
天
水
を
飮
ん
で
い

る
。
外
か
ら
電
氣
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
今
で
も
ラ
ン
プ
を
燈
し
て
い

る
。
住
民
は
漁
業
を
行
っ
て
い
る
。

（
1
）
原

は
「
隣
大
島
有
三
原
山
」。
三
原
山
は
伊
豆
大
島
の
中
に
あ
る
の
で
、「
大
島

の
隣
に
三
原
山
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
董
康
の
誤
解
で
あ
る
。

三
十
日

午
後
三
時
、
玉
姬
と
海
岸
を
散
步
し
、
金
色
夜

の
松
（
お
宮
の
松
）
を
撫
で
、

し
ば
ら
く
周
り
を
巡
る
。
松
の
幹
は
一
抱
え
ほ
ど
も
あ
り
、
地
面
か
ら
二
尺
ば
か

り
上
を
橫
ざ
ま
に
伸
び
て
い
る
。
も
と
は
幹
が
二
本
あ
っ
た
が
、
一
本
は
枯
れ
て

鋸
で
切
り
取
ら
れ
、
一
本
は
風
に
吹
き
折
ら
れ
た
も
の
の
、
生
命
力
が
絕
た
れ
ず
、

枝
葉
が
か
え
っ
て
繁
茂
し
た
。
松
の
あ
た
り
に
宮
子
の
小
さ
な
繪
を
賣
る
者
が
い

る
。
彼
女
は
德
川
時
代
の
女
性
で
、
從
兄
弟
の
貫
一
と
結
婚
の
約
束
を
し
て
い
た

が
、
兩
親
が
無
理
矢
理
あ
き
ら
め
さ
せ
て
富
豪
に
嫁
が
せ
た
。
貫
一
は
彼
女
の
家

で
勉
學
し
て
い
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
離
れ
去
っ
た
。
彼
は
大
學
卒
業
後
に
獨
立

し
て
商
賣
を
經
營
し
、
財
產
豐
か
に
な
っ
た
。
女
は
、
そ
の
後
に
離
緣
さ
れ
、
何

度
も
貫
一
に
手
紙
を
送
っ
た
が
、
彼
は
返
事
し
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
親
戚
の
家

で
出
會
い
、
わ
け
を
問
い
詰
め
て
復
緣
を
求
め
た
。
し
か
し
貫
一
は
、「
私
は
未

婚
の
妻
の
宮
子
に
戀
し
て
い
る
た
め
、
一
生
、
結
婚
し
な
い
と
誓
っ
た
。
今
離
緣

さ
れ
た
宮
子
は
、
私
の
望
む
相
手
で
は
な
い
」
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
女
は
こ
こ
に

や
っ
て
き
て
海
に
飛
び
込
み
死
ん
で
い
っ
た（

1
）。
果
物
屋
に
寄
り
、
西
瓜
を
二
箇

買
っ
て
、
持
っ
て
歸
っ
て
食
べ
る
と
、
大
變
に
美
味
で
あ
っ
た
。

（
1
）
董
康
の
記
す
『
金
色
夜

』
の
あ
ら
す
じ
は
多
く
の
誤
り
が
あ
る
。
先
ず
女
主
人

公
は
、
宮
（
姓
は
鴫
澤
）
で
あ
っ
て
、「
宮
子
」
で
な
く
、
も
と
よ
り
江
戸
時
代
の
女

性
で
な
い
。貫
一
は
高
等
中
學
を
途
中
で
や
め
て
高
利
貸
し
の
も
と
で
奉
公
し
た
の
で
、

大
學
を
卒
業
し
て
い
な
い
。
尾
崎
紅
葉
の
死
去
に
よ
り
『
金
色
夜

』
は
未
完
と
な
り
、

小
栗
風
葉
が
補
作
し
て
結
末
を
つ
け
た
が
、
宮
の
熱
海
で
の
入
水
自
殺
は
描
か
れ
て
い

な
い
。

三
十
一
日

毅
孫
と
田
中
の
手
紙
を
受
け
取
る
。
夜
に
な
っ
て
大
雨
。

  

水
調
歌
頭　

卽
事（

1
）書
示
玉
姬　

水
調
歌
頭　
　

卽
事
、
書
し
て
玉
姬
に

示
す

深
邃
山
之
麓　
　
　

深
邃
な
る
山
の
麓

縹
渺
駕
層
樓○　
　
　

縹へ
う

渺べ
う

と
し
て　

層
樓　

駕
す

樓
上
甁
花
娟
楚　
　

樓
上
の
甁
花
は
娟
楚
に
し
て

樓
下
綠
莎
柔○　
　
　

樓
下
の
綠
莎
は
柔
ら
か
な
り

消
受
華
淸（

2
）膩
漲　
　

華
淸
の
膩ぢ

の
漲
る
を
消
受
し

　
【

內
溫
泉
爲
此
間
冠
（

內
の
溫
泉
は
此
の
閒
の
冠
爲た

り
）】

想
像
摩
訶（

3
）初
夜　
　

想
像
す　

摩
訶
と
し
て
初
夜
に



立
命
館
白
川
靜
記
念
東
洋

字

化
硏
究
所
紀
要　

第
十
二
號

九
九

依
樣
擅
風
流○　
　
　

樣
に
依
り
て
風
流
を
擅
ほ
し
い
ま
まに
す
る
を

且
祓
漂
零
感　
　
　

且し
ば
らく
漂
零
の
感
を
祓
ひ

狂
態
賸
吾
儔○　
　
　

狂
態　

吾
が
儔
と
も
が
らに
賸お
く

ら
ん

潮
聲
激　
　
　
　
　

潮
聲
激
し
く

風
聲
咽　
　
　
　
　

風
聲
咽
び

鎭
無
休○　
　
　
　
　

鎭つ
ね

に
休や

む
こ
と
無
し

久
醒
春
明（

4
）殘
夢　
　

久
し
く
春
明
の
殘
夢
よ
り
醒
む
れ
ば

何
樂
更
何
憂○　
　
　

何
を
か
樂
し
み
更
に
何
を
か
憂
へ
ん
や

起
視
天
空
皓
魄　
　

起
ち
て
天
空
の
皓
魄
を
視
れ
ば

恰
好
時
逢
八
月　
　

恰
か
も
好
し　

時
に
八
月
に
逢
ふ

　
【
是
日
適
爲
舊
暦
七
月
之
望
（
是
の
日
適
た
ま
舊
暦
七
月
の
望
と
爲
す
）】

一
例

中
秋○　
　
　

一
例　

中
秋
に
そ
そ

ぐ

共
此
蒼
茫
景　
　
　

此
の
蒼
茫
の
景
を
共
に
し

聊
作
五
湖
游○
（
5
）

　
　
　

聊
か
五
湖
の
游
を
作な

さ
ん

水
調
歌
頭　

卽
事
の
作
、
こ
れ
を
書
い
て
玉
姬
に
示
す

深
く
奧
ま
っ
た
山
の
麓
に
、
遠
く
遙
か
な
天
空
を
凌
ぎ
高
樓
が
聳
え
る
。

そ
の
樓
上
の
花
甁
に
は
優
美
な
花
が
生
け
ら
れ
、
樓
下
に
は
綠
の
芝
生
が
柔

ら
か
に
廣
が
る
。
華
淸
池
の
よ
う
な
し
っ
と
り
と
漲
る
溫
湯
を
身
に
受
け
る

と【
旅
館
內
の
溫
泉
は
こ
の
あ
た
り
一
番
で
あ
る
】、早
く
も
初
更
と
な
っ
て
、

昔
の
ま
ま
に
洒
脫
な
遊
び
を
存
分
に
樂
し
ん
で
い
る
自
分
が
想
像
さ
れ
る
。

し
ば
ら
く
漂
泊
の
思
い
を
洗
い
除
き
、
こ
の
狂
態
を
私
の
仲
間
に
送
り
屆
け

た
い
。

海
潮
の
音
は
激
し
く
と
ど
ろ
き
、
風
の
音
は
咽
び
、
常
に
止
む
こ
と
が
な

い
。
都
で
の
宮
仕
え
は
目
覺
め
で
途
切
れ
た
夢
に
等
し
い
と
悟
っ
て
か
ら
長

く
經
ち
、
何
を
樂
し
み
と
す
る
こ
と
も
何
を
憂
う
る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。

立
ち
上
が
っ
て
天
空
の
明
月
を
よ
く
見
る
と
、
ち
ょ
う
ど
頃
は
八
月
【
こ
の

日
は
た
ま
た
ま
舊
暦
の
七
月
の
滿
月
で
あ
っ
た
】、
誰
も
が
一
律
に
酒
を
地

に
注
い
で
祭
る
中
秋
で
あ
る
。
あ
な
た
と
共
に
こ
の
月
明
か
り
に
廣
が
る
風

景
を
樂
し
み
、
す
こ
し
范
蠡
の
五
湖
の
旅
の
氣
分
に
な
っ
た
。

（
1
）「
水
調
歌
頭
」
は
詞
牌
の
名
。
本
譯
注
（
一
）
民
國
二
十
二
年
十
一
月
九
日
條
（
本

誌
第
一
號
頁
八
八
）
參
照
。「
卽
事
」
は
、そ
の
場
の
こ
と
を
題
材
に
し
て
詠
じ
る
こ
と
。

（
2
）「
華
淸
」
は
、
陝
西
省
西
安
市
の
西
方
に
位
置
す
る
驪
山
の
麓
の
溫
泉
で
、
唐
の
玄

宗
は
こ
こ
に
離
宮
の
華
淸
宮
を
設
け
、
楊
貴
妃
を
伴
い
避
寒
に
訪
れ
た
。
唐
の
白
居
易

は
「
長
恨
歌
」
に
「
春
寒
く
し
て
浴
を
賜
ふ
華
淸
の
池
、
溫
泉
水
滑
ら
か
に
し
て
凝
脂

を
洗
ふ
」
と
詠
っ
た
。

（
3
）「
摩
訶
」
は
、
大
、
多
、
勝
（
ま
さ
る
）
を
意
味
す
る
佛
敎
語
で
あ
る
が
、
淸
末
・

近
代
の
詞
で
は
時
間
の
早
く
過
ぎ
る
さ
ま
に
用
い
る
例
が
あ
る
。
況
周

の「
金
縷
曲
・

美
人
骨
」
詞
に
「
稱
氷
肌
、淸
涼
無
、摩
訶
秋
早
（
氷
肌
に
稱
ひ
、淸
涼
に
し
て
汗
無
く
、

摩
訶
と
し
て
秋
早
し
）」
と
あ
る
。
ま
た
兪
平
伯
「
臨
江
仙
」
詞
（『
兪
平
伯
全
集
』
第

一
卷
『
古
槐
書
屋
詞
』
卷
二
、
花
山

藝
出
版
社
、
一
九
九
七
年
一
一
月
、
頁

六
五
六
）
に
「
薇
浣
新
詞
漱
玉
、
休
嗟
歲
月
摩
訶
（
薇
も
て
新
詞
を
浣
ふ 

漱
玉
、
嗟

く
を
休
め
よ 

歲
月
の
摩
訶
を
」
と
あ
る
。

（
4
）「
春
明
」
は
唐
の
宮
門
の
名
で
あ
り
、
都
を
指
す
が
、
轉
じ
て
仕
官
の
意
に
用
い
る

こ
と
が
あ
る
。
淸
の
錢
謙
益
『
初
學
集
』
卷
八
〇
「
寄
長
安
諸
公
書
」
に
「
謙
益
衰
頽

晚
、
放
棄
明
時
。
春
明
之
夢
已
殘
、
京
華
之
書
久
絕
（
謙
益 

衰
頽
え
ん

晚
、
明
時
に

放
棄
せ
ら
る
。
春
明
の
夢
已
に
殘
し
、
京
華
の
書
久
し
く
絕
ゆ
」
と
あ
る
。

（
5
）
春
秋
末
の
范
蠡
は
越
王
の
勾
踐
を
輔
佐
し
て
吳
を
滅
ぼ
し
た
後
、
輕
舟
に
乘
っ
て

五
湖
に
浮
か
ぶ
旅
を
し
て
、そ
の
最
後
は
分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う（『
國
語
』越
語
下
）。

こ
れ
に
因
ん
で
「
五
湖
」
は
隱
逸
の
地
を
指
し
、
本
詞
の
「
五
湖
游
」
は
實
社
會
か
ら

離
れ
た
氣
ま
ま
な
旅
を
い
う
。

（
立
命
館
大
學

學
部
敎
授
）




